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令和4年第7回ニセコ町議会定例会 第1号 

 

令和4年9月8日（木曜日） 

 

○議事日程 

1 会議録署名議員の指名 

2 会期の決定 

3 諸般の報告 

4 行政報告 

5 請願第 1号 適格請求書等保存方式(「インボイス制度」)導入の見直しを求める意見書採 

択についての請願書 

（請願者／ニセコ町 樫原文ほか10名、紹介議員／高木直良） 

6 令和3年陳情第2号 「ニセコ町に放射性物質等をもちこませない条例の制定」を求める陳情 

（ニセコ町に放射性物質等をもちこませない条例の制定を求める陳情特 

別委員会報告） 

7 委員会報告第1号 所管事務調査の結果報告 

（総務常任委員会） 

8 報告第  1号  令和3年度ニセコ町健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

9 認定第  1号  令和3年度ニセコ町各会計歳入歳出決算認定について 

10  承認第  1号  専決処分した事件の承認について 

（令和4年度ニセコ町一般会計補正予算） 

11  承認第  2号  専決処分した事件の承認について 

（令和4年度ニセコ町一般会計補正予算） 

12 承認第  3号  専決処分した事件の承認について 

（令和4年度ニセコ町一般会計補正予算） 

13  議案第  1号 ニセコ町教育委員会教育長の任命について 

（提案理由の説明） 

14  議案第  2号 ニセコ町教育委員会教育委員の任命について 

（提案理由の説明） 

15  議案第  3号 指定管理者の指定について（ニセコ町堆肥センター） 

（提案理由の説明） 

16  議案第  4号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

（提案理由の説明） 

17 議案第  5号 令和 4年度ニセコ町一般会計補正予算 

（提案理由の説明） 

18  議案第  6号 令和 4年度ニセコ町簡易水道事業特別会計補正予算 
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（提案理由の説明） 

  19 議案第 7号 令和 4年度ニセコ町公共下水道事業特別会計補正予算 

（提案理由の説明） 

   20 議案第 8号 令和 4年度ニセコ町農業集落排水事業特別会計補正予算 

（提案理由の説明） 
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開会 午前 9時 55分 

◎開会の宣告 

○議長（猪狩一郎君） ただいまの出席議員は 10名です。 

定足数に達しておりますので、これより令和 4年第 7回ニセコ町議会定例会を開会します。 

 

◎開議の宣告 

○議長（猪狩一郎君） 直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。 

 

◎日程第 1 会議録署名議員の指名 

○議長（猪狩一郎君） 日程第 1、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第 124条の規定により、議長において 8番、高木直良君、9番、青羽

雄士君を指名します。 

 

◎日程第 2 会期の決定 

○議長（猪狩一郎君） 日程第 2、会期の決定の件を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から 9月 15 日までの 8日間にしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から 9月 15日までの 8日間に決定いたしました。 

 

◎日程第 3 諸般の報告 

○議長（猪狩一郎君） 日程第 3、諸般の報告を行います。 

 地方自治法第 121 条第 1 項の規定により、説明のため出席した者は、町長、片山健也君、副町長、

山本契太君、会計管理者、加藤紀孝君、総務課長、福村一広君、防災専門官、青田康二郎君、企画環

境課長、高瀬達矢君、税務課長、鈴木健君、町民生活課長、富永匡君、保健福祉課長、桜井幸典君、

農政課長・農業委員会事務局長、中川博視君、農政課参事、山田浩二君、国営農地再編推進室長、石

山智君、商工観光課長、齊藤徹君、商工課観光課参事、三上進君、都市建設課長、黒瀧敏雄君、都市

建設課参事、橋本啓二君、上下水道課長、石山康行君、総務係長、樋口範幸君、財政係長、浅井理登

君、教育長、片岡辰三君、学校教育課長、阿部信幸君、町民学習課長、中村正人君、こども未来課長、

淵野伸隆君、学校給食センター長、三橋公一君、以上の諸君です。 

 次にお手元に配付したとおり、監査委員から例月出納検査の結果報告 3 件と株式会社キラットニ

セコ及び株式会社ニセコリゾート観光協会における令和 3 年度の町の財政的援助等に係る事務・事

業の監査結果報告書、教育委員会より令和 3年度ニセコ町教育委員会の活動状況に関する点検・評価

報告書を受理しております。 
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 また、兵庫県伊丹市、井田敏美から中国共産党による臓器収奪の即時停止ならびに人権状況の改善

を求める意見書の提出に関する陳情、ほか 1件を郵送により受理しております。それらの内容はお手

元に配付したとおりです。 

 次に、6月定例会以降の議長及び副議長の動静について報告します。その内容は別紙報告書のとお

りです。 

 以上をもって諸般の報告を終わります。 

 

◎日程第 4 行政報告 

○議長（猪狩一郎君） 日程第 4、行政報告を行います。 

 これを許します。 

 町長、片山健也君。 

○町長（片山健也君） おはようございます。第 7回ニセコ町議会定例会にあたって、行政報告をさ

せていただきます。 

 令和 4年 9月 8日提出、ニセコ町長、片山健也。 

 行政報告書、1枚目をおめくりいただきまして、まず総務課の関係でありますが、令和 4年度普通

交付税の算定状況について記載のとおりとなっております。今回の臨時財政対策債の発行可能額が

落ちておりますので、その分昨年から見ると減額ということになってございます。 

 2として町有財産の売り払いということで、北海道新幹線トンネル建設工事における立木伐採補償

契約を締結し、下記の発生土の受入町有地内にある土砂埋立のため立木の伐採が必要ということで、

記載のとおりとなってございます。 

 以下 3から 4、後志町村会と後志広域連合のそれぞれ開催期日等を 2ページまで記載してございま

す。なお、2ページの（3）の後志広域連合議会臨時会が 8月 29日にありまして、連合長として初め

ての議会ということで、ご挨拶をさせていただいたところでございます。 

 その下 5から、羊蹄山麓町村長会議と副市町村長セミナー等、記載のとおりとなっております。 

 次のページをおめくりいただきまして、8として在日海外領事館等との意見交換ということで、（1）

として在オーストラリア領事との懇談ということで、ニセコ町に領事が来町して、オーストラリアの

皆さんの旅行の安全対策についてのヒアリングがありました。また（2）として台湾文化代表部、台

北文化代表部の札幌の粘代表と懇談してございます。粘代表におかれましては蘭越町と米生産地交

流の希望でニセコ町にも来庁し、こういった台湾との友好関係の締結をできないかというようなお

話がございました。 

 その下 9以下、研修会への出講ですとか国会議員への要望、大学などへの出講の状況を記載してお

ります。 

 次 4 ページ目、13 として高円宮久子様の来町ということで、曽我地区の皆さんと懇談をしてござ

います。 

 以下各学会や祝賀会等の出席状況、記載のとおりとなっております。 

 中ほど 16 として、冬季オリンピック札幌招致期成会令和 4 年度定期総会と総決起集会ということ
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で、副町長が記載のとおり参加をしております。 

 その下 17 として地域共生政策自治体連携機構総会ということで、これはもともと福祉自治体ユニ

ットといいまして、厚生労働省と各自治体との関係を強化して厚生労働政策を拡充させようという

ことでつくられた組織でありまして、ニセコ町も加盟しているということで出席をさせていただい

ております。 

 その下 18、日本風景街道コミュニティ総会、次の 5 ページには各種会議、記載のとおりとなって

ございます。 

 22 として後志地方山岳遭難防止対策協議会の総会が、記載のとおり書面で開催ということになっ

てございます。 

 24 として山菜採り遭難者の捜索支援ということで職員が出動しておりますが、無事生存発見とい

うことになってございます。 

 次 6ページ目でございますが、26として第 9回尻別川減災対策協議会が 7月 15日、これも書面で

開催されております。 

 27以下、「泊発電所の安全確認協定に関する連絡会」等原子力防災関係をずっと記載しておりまし

て、それぞれこういった協定に基づく等の会議が開かれております。 

 7ページ目おめくりいただきまして、後段でありますが 35としてニセコ町防災訓練、8月 23 日、

役場庁舎中央通地区を中心として行われておりまして、役場のほうでは主に図上訓練ということで、

倶知安警察署の管轄している署員の幹部にも来ていただきまして、具体的にニセコで発生した場合、

どういったシミュレーションができるかということで、詳細のレジュメをつくらずに現地でいろい

ろな場を想定して、そこで議論するということで、大変有用な訓練になったというふうに考えており

ます。 

 次 8 ページ目、企画環境課の関係でありますが、1 の（1）北海道新幹線並行在来線対策協議会、

第 14 回後志ブロック会議は 7月 7日、開催されております。これにつきましては、現在北海道で検

討していただいておりますバス運行に向けた検討状況について、中間報告的に受けたわけでありま

すが、私のほうからはこの検討内容について、できるだけ早めに確定する前のラフな段階でとにかく

公表していただきたいということをお願いしております。その中ほど（2）として北海道新幹線建設

促進期成会の総会が 8月 2日、札幌で開催されております。 

 一番下のとこでありますが、2として後志総合開発期成会中央要望ということで 6月 3日、記載の

とおり東京のほうで要請活動を行っております。 

 次、9ページ目おめくりいただきまして、5として第 23回市町村長政策研究会ということで、これ

は主に大空町で様々な取組みを行っておりますので、それらの実践報告と意見交換を行っておりま

す。 

 6として後志地域づくり連携会議。これにつきましては北海道開発局と後志総合振興局が共同で開

催している会議でありまして、後志地域の活性化について意見交換をさせていただいております。 

 7として後志総合振興局管内広域連携推進検討会議、広域連携の加速化が必要だということで、こ

れは道が各地で行っているものであります。主には上水道・下水道の広域化を国が進めておりますの
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で、この地域においても検討を進めてほしいというのが大きな要請事項でありました。 

 その下 8 として日本経済新聞の地方創生フォーラム in 北海道に出講しております。内容は記載の

とおりとなっております。 

 10ページ目、9として第 60回提言・実践首長会、主に地域モビリティ（公共交通）の再構築とい

うことで、我が町におきましても 2次、3次交通というのは大変重要なものでありますので、これら

の実践について主には三重県内で相当先駆的に進んでいる実態の報告があり、こういった公共交通

の遅れをどうカバーしていくかということの意見交換がなされております。 

 その下 10 として国際交流事業の実施状況ということで、このほどオーストラリア、ニュージーラ

ンドから 1名ずつ国際交流員が着任をしているという状況であります。2名がこれまで新たに就業さ

れて離町されておりますので、こういった確保についても今後ＣＬＡＩＲ等と連携をとってまいり

たいというふうに考えております。（2）国際交流事業、以下それぞれ国際交流員を中心として様々な

サークル活動、あるいは各語学の研修等交流事業を行われているというような状況でございます。 

 次 11ページ目をめくりいただきまして、11として地域公共交通ということで、令和 4年度のデマ

ンドバスの運行状況、記載のとおりとなってございます。 

 次 12ページ目、12としてふるさとづくり寄附、ふるさと住民票の現在の状況について記載のとお

りとなっております。現在の基金残高につきましては 5,300 万円ほどあるということで表のとおり

であります。地域別寄附者のうちふるさと住民の登録者数は現在 152名ということで、全体の寄附者

総数から見ると 5.9％の皆さんがふるさと住民登録をしていただいているというような状況でござ

います。 

 次 13ページ目でありますが、13として新型コロナウイルス感染症生活支援対策。これにつきまし

ては住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金をプッシュ型によって支給するというような制度で

ありまして、対象世帯が 691世帯、申請件数が 537世帯ということになってございます。給付済みの

総額が 7月末現在で 5,790万というような状況でございます。 

 その下 14として防災ラジオの配布状況について、記載のとおりとなってございます。 

 以下、こんにちわ・おばんです町長室、広報紙の状況、記載のとおりとなっております。 

 次 14ページ目、17として行政視察の受入れ状況。記載のとおりウィズコロナということで視察団

が増加傾向にあるという状況でございます。 

 その下後段、18としてニセコ・蘭越地区地熱資源利活用協議会、7月 29日、町民センターで開催

しておりまして、15 ページの上段に地熱調査井掘削基地の見学会を開催されているということで記

載をさせていただいております。 

 その下、各会議等記載のとおりでありますが、23 としてニセコ中央倉庫群の指定管理状況という

ことで、指定管理者として株式会社住まいるニセコが進めておりますが、主な利用や取組み、利用件

数について記載のとおりとなっております。 

 次 16 ページ目でありますが、24 として北海道移住相談会 2022 への出展ということで記載してお

ります。 

 その下、税務課の関係でありますが、令和 4年度分町税収納実績、記載のとおりとなってございま
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す。コロナ禍にありまして全般的な観光客の入り込み等、そういった面での景気の回復が図られてい

るのが調定額をみてある程度理解できるところであります。 

 次、町民生活課の状況でありますが、1として令和 4年度ニセコ町民センターの利用状況、記載の

とおりとなってございます。 

 次 17ページ目、2として住民基本台帳ネットワークでありますが、（1）マイナンバー（個人番号）

カードの交付状況、記載のとおりとなっております。（2）としてマイナンバーカードの普及促進の取

組みということで、現在人員確保を含めていろいろ調整しておりますが、タブレットを用いての写真

撮影の申請補助及び出張申請を行うよう、現場で対応を検討しているところであります。国から目標

が最低でも 60％ということで、これをクリアする必要があるということと、現在の情報ですとこう

いったマイナンバーカードの普及促進に成果を上げた町村については、交付税等でそれなりの応援

をしたいというような話が来ておりますので、できるだけマイナンバーの加入促進を進めてまいり

たいと考えております。また、現在綺羅カードも 1,000ポイント、国の制度とは別に付与するという

ことで、できるだけ町民の皆さんに加入促進を訴えてまいりたいと考えております。 

 その下、3として一般廃棄物の処理状況について、ごみの収集状況、小型家電の収集状況。 

 4として交通安全運動につきまして記載のとおりとなっております。 

 次 18 ページ目でありますが、6 として無料法律相談会を札幌弁護士会の協力で開設しております

が、相談件数が最近増加傾向というふうにみております。 

 その下、7 として羊蹄山麓地域廃棄物広域処理連絡協議会。これは記載のとおり 8 月 22 日に各町

村長と町民生活の担当課長がそれぞれ集まりまして、ＲＤＦのニセコ環境さんのこういった施設を

見学させていただいております。 

 8として食中毒等の警報状況を書いてございます。 

 一番下、保健福祉課の関係でございます。1としてニセコハイツ等の入居状況ということで、ニセ

コハイツ・きら里の入居状況、記載のとおりとなってございます。 

 19ページ目、2 として新型コロナウイルスの町内の新規感染者状況ということで、7月 2 日から 8

月 27日までの状況は記載のとおりとなっております。管内はいずれも高止まり傾向といいますかね、

そういう状況が現在続いているような状況でございます。 

 その下、3として新型コロナウイルスワクチンの接種状況、8月 31日現在ということで、1回目か

ら 4回目接種までの状況は記載のとおりとなってございます。 

 その下、4 として羊蹄山麓健康づくり協議会総会ということで、倶知安町役場で 6 月 29 日、開催

をさせていただいているところであります。 

 以下、5 から各種健康診査等の実施状況ということで、（1）歯科健診から次の 20 ページ目（11）

対がん協会の健康診査、それから 21ページ目（12）乳幼児健診から（17）1歳 6か月児・3歳児健診

まで、健診の状況について記載をさせていただいております。（18）精神障がい者交流事業「お茶会

inニセコ」を月 2回開催ということで、記載のとおりとなってございます。 

 また 22 ページ目、6 としてエキノコックスの駆除作業ということで、ボランティアの皆さんの大

変なご努力でエキノコックスの駆除作業が記載のとおり進められているところでございます。 
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 その下、7として令和 4年度地域包括支援センターの運営状況ということで、総合相談業務から地

域ケア会議、介護予防事業、介護予防プランの作成、介護予防ケアマネジメントの実施状況、それか

ら（6）救急情報キットの配布状況、記載のとおりとなってございます。 

 次に 23 ページ目、農政課の状況であります。1 として町内の主要農作物の生育状況、水稲から始

まりまして記載のとおりとなっておりますが、こういった面での大きな災害は現在少ない状況であ

りまして、平年並みの状況というようになってございます。 

 その下、2として水田活用の直接支払交付金の見直しに係る意見交換会ということで、東京で各土

地改良団体連合会の皆さん、役員の皆さんと首長でこの水田活用の直接支払交付金の見直しについ

て、それぞれの町村に大きな影響があるということで、ぜひ緩和策も含めて農家に不利益が生じない

よう、強く要請をさせていただいたところであります。 

 以下、経営所得安定対策に係る現地視察でありますとか、それぞれ記載のとおりとなっております。 

 次に 24ページ目、5として町営牧場の運営状況、5月 25日の入牧から始まりまして、10月中旬に

退牧予定というような状況となってございます。 

 その下 6 として有害鳥獣駆除業務の実施状況につきましてそれぞれ記載しておりますが、特にア

ライグマが増加傾向で 167頭、タヌキ 15頭、ニホンシカも 18頭ということで、これは猟友会の皆さ

ん等を中心として大変なご努力で、今このような状況であります。これらの状況につきましては、農

林水産省にも特にアライグマ対策についての国の支援等を要請しているところであります。また今

般の羊蹄山麓首長会議でも後志振興局並びに北海道に対して、有害鳥獣駆除に対しての支援を要請

したところでございます。 

 その下、7として第 206回まちづくり町民講座の開催ということで、森林ビジョンの実現に向けた

取組みにつきましての意見交換をさせているところであります。 

 その下、8として明暗渠掘削事業の状況は記載のとおりとなっております。 

 一番下でありますが、国営農地再編推進室の状況であります。1として農業農村整備の集い、記載

のとおりとなってございます。 

 次のページめくっていただきまして、上段に土地改良事業団体連合会の状況、記載のとおりとなっ

ております。土地改良につきましては、私も今般地域の理事となっておりますので、土地改良の有用

性については引き続き発言をしてまいりたいと考えております。 

 中段から商工観光課の関係でありますが、1 として、ニセコ山系観光連絡協議会の事業として、7

月 20 日、山系のクリーン作戦、それから湖沼の探勝コースの整備や現況調査ということで、それぞ

れ記載のとおり実施しております。 

 2以下は株式会社キラットニセコの株主総会、あるいはニセコリゾート観光協会の取締役会、株主

総会、臨時総会、こういったものを 5まで記載しております。 

 6として北海道スキープロモーション協議会の令和 4年度定時総会ということで、記載のとおりと

なっております。 

 その下、7として令和 4年度国民保養温泉地協議会の総会ということで静岡県で開催されておりま

すが、環境省も温泉室を設けて、国民保養温泉地あるいは温泉についての効用についても科学的な分
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析をして、広く国民に知らせるということをしておりまして、この国民保養温泉地協議会でも新たな

ホームページを世界に向けて発信するようなかたちで、改正しようということで、現在検討が進めら

れているという状況であります。この通常総会におきまして、私が会長に就任するということになり

ましたので、こういった国民保養温泉地の効用といいますかね、国の厳しい基準をクリアして認定を

受けているという実態も、広く内外に発信していきたいというふうに考えております。 

 次に 27ページ目でありますが、8として羊蹄ニセコ自転車走行協議会の総会、9として全国道の駅

連絡会の理事会、記載のとおりとなっております。 

 10として日本版の「持続可能な観光」地域連絡協議会の総会が、オンラインでありますが 6月 6日

開催されております。また、11 として 7月 2日、2,000 人の方が参加されたと言われておりますが、

インバウンドサミット 2022でニセコ町の観光の政策について報告をさせていただいております。 

 以下、28 ページにかけて町内を含めた各イベントについての記載であります。ニセコ羊蹄山一周

ファンライド、北海道トライアスロン等、記載のとおりとなってございます。 

 次に 29 ページ目でありますが、今般倶知安観光協会とニセコリゾート観光協会が連携して実施し

たスカイバスの状況について、記載のとおりとなっております。大変評価も高く、来年も継続してほ

しいという要望が強いというような状況でありますので、観光機構並びに両町と調整の上、さらに拡

充するよう取り組んでまいりたいと考えております。 

 その下 15 でありますが、特急ニセコ号の運行が記載のとおり、ＪＲ北海道さんのご努力によりま

して運行することになっております。 

 16として第 42回小さなふるさとづくり「七夕の夕べ」花火大会が記載のとおり開催されておりま

す。実行委員会の若い皆さんのご努力で継続しているということで、町としても大変有用なイベント

と考えているところであります。 

 17 として令和 4 年度ニセコ駅前温泉「綺羅乃湯」の入館状況、記載のとおりとなっております。

少し上向き傾向というような人数になっているところであります。 

 次 30ページ目でありますが、18として第 207回まちづくり町民講座の開催ということで、8月 26

日に道の駅ニセコビュープラザの再整備につきまして、広く皆さんに周知をし検討しているところ

であります。 

 その下、19として自治体国際化協会との共催セミナーの開催、8月 30日、タイ国タイ内務省とい

うことで商工観光課長が参加をしております。 

 20としてにぎわいづくり起業者等サポート事業の実施状況、記載のとおりとなっております。 

 21として事業継承セミナー、7月 20日、記載のとおりとなっております。ニセコ町の起業の増加

率が全国日経新聞によりますと 6位ということで、大変高い率を示しておりまして、こういった地道

な事業継承等のセミナー等今後とも努力を続けていきたいと考えています。 

 その下 22、ようてい地域消費生活相談窓口の運営状況、記載のとおりとなってございます。 

 次 31ページ目でありますが、23として新型コロナウイルス感染対策に伴う経済対策の進捗状況を

記載させていただいております。（1）として観光施設持続化支援給付金事業ということで、大変維持

費のかかる温泉・ゴルフ場の、コロナ禍における維持支援ということで、記載のとおり応援をさせて
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いただく予定となっております。その下（2）商品券発行事業ということで、9 月 1 日に住民登録を

していることを基準日として、お 1人 1万円の商品券を配布するということで、物価の高騰対策、あ

るいは町内の消費を喚起して域内経済の下支えをするということで現在作業を進めておりまして、

商品券発送は 9 月 9 日から 9 月 22 日までということで、商品券の有効期間 1 月 15 日ということで

商工会のほうで進めていただいているところであります。その下（3）町内ポイントカードを活用し

た支援事業ということで、①に記載のとおり、子育て支援事業として、子育て世帯のボーナスポイン

トを子ども 1 人につき 5,000ポイントということでお渡しすると。それと②として、ポイント 10 倍

還元事業として、9月から 11月の金曜日の買物について、通常 1％ポイント還元を 10倍の 10％還元

とし、町内の消費関係、あるいは生活支援に結びつけていきたいということで、ニセコ綺羅カード会

が実施する事業として進めていただいているところでございます。 

 32ページ目、都市建設課の状況であります。1としてニセコ町営住宅入居者選考委員会の開催とい

うことで、それぞれ記載のとおり 3回開催させていただいているところであります。 

 2 として地区別景観ワークショップの開催ということで、6 月 29 日にニセコ中央連合町内会コミ

ュニティセンターで、それから 8 月 5 日にはニセコ町民センターでそれぞれ開催をさせていただい

ております。 

 その下、3として国土利用計画法に基づく土地取引の状況ということで、それぞれ取引件数、届出

件数等記載のとおりとなっております。 

 33ページ目をおめくりいただきまして、4として景観条例に基づく協議状況ということで、開発事

業が 2件、屋外広告物 2件、それぞれ申請があったというような状況であります。 

 次に上下水道課の関係でありますが、1 として市外地区配水管破損事故についてということで、6

月 7 日、記載のとおりとなっております。有島地区の国道 5 号線沿いで漏水箇所の発見ということ

で、被害状況は記載のとおりとなっております。断水の影響を受けた世帯は 5件で、1件に給水ポリ

タンクでの水の配布を行ったところでございます。 

 2 として市街地区配水管破損事故についてということで、6 月 30 日、本通 1 町内の町道西北 2 丁

目通の路上での漏水箇所を発見し、対応したということであります。被害状況につきましては、断水

の影響を受けた世帯は 70件でございまして、18件に給水ポリタンクでの水の配布を行ったというよ

うな状況であります。 

 次 34ページ目、3 として里見地区配水管破損事故についてということで、7月 11日に発生してお

ります。被害状況につきましては記載のとおりとなっておりまして、断水の影響を受けた世帯は 12

件、8件に給水ポリタンクの配布を行っているというような状況であります。 

 4として市街地区配水管破損事故ということで、8月 5 日に発災、被害状況につきましては 2件の

断水が発生しておりましたが、住民不在のためそういった面での被害はなかったというような状況

であります。 

 5として近藤地区水道水源の濁りについてということで、8月 15日の深夜からかなりの雨で、ニセ

コ町全体でもかなり被害が出たところでありますが、水道施設の巡回の中で近藤地区の旧配水池で

の濁りを発見しまして、これにあたりましては羊蹄山麓消防組合ニセコ支署並びに倶知安支署の消
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防車、の給水タンク車によって、新配水池への補水、水を補う作業を午後 5時 45 分から午前 0時過

ぎまで継続して行って、何とか配水池の水を確保したという状況でございます。被害状況につきまし

ては記載のとおりでありまして、影響のあった 7 戸への水の配布を行ったというような状況でござ

います。近藤地区の皆さんにはこの間、水の使用をお控えいただくということで大変なご協力をいた

だいたということで、心から感謝を申し上げたいと思います。 

 次 35 ページ目でありますが、農業委員会につきましては農業会議が行われたということで記載し

ております。 

 その下、消防組合ニセコ支署の関係でありますが、1 としてニセコ町少年消防クラブの結成式を 5

月 25 日に開催をしております。小さいうちから消防あるいは防災の関係について勉強することは大

変重要なことと考えておりますので、これにつきましては強化をしていく方向で取組みを進めてま

いりたいと考えております。 

 4 として羊蹄山ろく消防組合連合消防演習が 7 月 26 日開催されております。これにつきましては

感染予防のため来賓を呼ばないということで、簡素に行われているところであります。 

 次 36 ページ目でありますが、6 として災害出動につきまして捜索あるいは警戒、山岳救助、一般

救助等、39ページの上段まで、記載のとおり出動して対応しているというような状況であります。 

 その下、7としてニセコ救急の出動先別出場の状況について記載のとおりとなっておりまして、コ

ロナの感染状況のこともありますが、前年比較ではかなり増加傾向になっている状況であります。 

 以下、別表で委託業務等の状況あるいは工事等の状況につきまして、それぞれ進捗状況を記載して

おりますので、後ほどご覧賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

 以上で第 7 回ニセコ町議会定例会にあたっての行政報告とさせていただきます。どうぞよろしく

お願いをいたします。 

○議長（猪狩一郎君） 次に、教育長、片岡辰三君。 

○教育長（片岡辰三君） それでは、第 7回ニセコ町議会定例会、教育行政報告をさせていただきま

す。令和 4年 9月 8日提出、教育長、片岡辰三。 

 まず 1 ページをご覧ください。1、教育委員会の活動ということにつきまして報告をさせていただ

きます。第 5回定例会ということで、7月 7日、そこに記載のとおりでございます。議案につきまし

てはニセコ町社会教育委員の委嘱、ニセコ町学校運営協議会委員の任命等々記載のとおりでござい

ます。次に、8月 9日に開催されました第 6回臨時会におきまして、報告事項につきましてはニセコ

町教育委員会外部評価委員会委員の委嘱、ニセコ高等学校魅力化検討委員会委員の委嘱、高等学校寮

検討専門委員会委員の委嘱等、新規事業に向けた委員の委嘱等をさせていただいてございます。議案

につきましてはそれぞれ例年でございますけれども、小学校用・中学校用の教科用図書の選定、小中

学校特別支援学級用の教科用図書の採択、高等学校も含めて改めて採択をさせていただいたところ

でございます。次に 9月 1日開催の第 7回定例会におきましては、協議案として今年度実施されまし

た全国学力・学習状況調査「北海道版結果報告書」への町の結果の掲載について協議するということ

になってございますので、掲載するということで承認をしてございます。報告事項につきましては、

ニセコ町休日部活動の地域移行検討協議会委員の委嘱をさせていただき、報告させていただいてご
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ざいます。議案につきましては来年度のニセコ町幼児センター園児募集、ニセコ町こども館利用者募

集について、審議をし承認させていただいてございます。それから令和 3年度ニセコ町教育委員会の

活動状況に関する点検・評価について、2ページのほうに記載しておりますが、実際にその会議が事

前に開催されまして、そこで委員 3名の方に評価いただいてございます。既に議員の皆様のほうには

お手元に報告書を提出してございますので、報告書の最後のほう 46・47 ページのほうに全体総括表

の評価がございますので、後ほど見ていただければというふうに思います。 

 （3）として第 2回後志管内市町村教育委員会教育長会議、7月 13日に開催されてございます。例

年後志教育局のほうから指示・伝達事項を局長・次長等から説明がございます。 

 （4）管内の各学校における働き方改革推進会議ということで、現在学校職員においていわゆる時

間外勤務が多いというようなことで、働き方の改善が求められております。そういう中で特に教頭先

生が大変時間を超過しているというような傾向がございまして、教頭への支援を具体的にどうする

か、あるいは中学校等では部活動が大変長時間勤務の課題となっているところから、それらの地域移

行についての情報提供というようなことがございました。 

 （5）第 3 回後志管内市町村教育委員会教育長会議ということで、この時期はオンラインで開催を

されてございます。当面する諸問題についての指示・連絡ということを受けてございます。 

 同日、教職員の人事がそれぞれ始まることから、来年度に向けた小中学校教職員人事推進会議にお

きまして、記載のように 5年度の当初人事の重点等の説明を受けたところでございます。参加者は教

育長ということでございます。 

（7）7月 15日に札幌で開催されました北海道市町村立農業高等学校、振興対策協議会役員会におき

まして、10月 6日の総会、研究協議会の開催に向けての具体的な打合せをしたところでございます。 

 次に 3 ページをお開きください。（8）ニセコ町教育委員研修ということで、7 月 14 日、札幌市内

の札幌西高等学校と本郷新記念札幌彫刻美術館を視察してきました。札幌西高校につきましては今

年度 4月にニセコ中学校から 3名の生徒が入学したということで、生徒のニーズ等も踏まえ、どのよ

うな学校であるかというようなことで情報収集をしたところでございます。本郷新記念札幌彫刻美

術館につきましては、有島記念館の寺嶋館長が以前お勤めをしていたところということで鑑賞する

ことができました。 

 （9）全道教育委員研修事例発表会、札幌市で開催されまして、講話として「世代別コミュニケー

ションの在り方」ということで、道の教育委員である青山夕香氏が講演をされました。ニセコ町の研

修会でも来ていただいて講師になっているというところでございます。文科省の行政説明、それから

遠別町・更別村の事例発表等研修をさせていただきました。 

（10）として 8 月 10 日、現在ニセコ高校の在り方等を含めて検討する中で、北海道教育庁の教職員

課、教育政策課と協議をしてございます。 

 次に大きな 2としまして学校教育の推進ということで、（1）学校運営、①の参観日につきましては

記載のとおり実施されております。②の旅行的な行事につきましては、修学旅行、ニセコ小学校 6年

生と近藤小学校 6 年生が一緒に、今年度は当初予定どおりの日程で函館のほうに行ってございます。

5年生の宿泊研修につきましては記載のとおり開催されてございます。③運動会・校内陸上大会につ
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きましても、今年度につきましては感染防止をとりながら開催をしてございます。④中学校各種大会

参加の状況ですけれども、後志の中体連の参加状況、そこに期日を書いてございますが、今年度卓球

部が活躍をして全道大会のほうに進んでいるということです。たまたま今回卓球の指導者が着任し

たということと、卓球部の部活動指導員 1名をあてて支援しているところでございます。以下、野球

部・バドミントン部・バレー部・サッカー部につきましては記載の結果となってございます。5ペー

ジのほうに陸上部・水泳・通信陸上大会の結果を記載しているところでございます。⑤につきまして

は、交流・体験、特別学習ということで、町内の補助でご協力をいただいて体験研修をしてございま

す。それから⑥と⑦につきましては、ＡＬＴの退職と着任ということで、ローガンさんが退任しまし

て、ニコラス・デュバル、カナダ国籍の人が着任をしてございます。 

（2）会議・研修ということで、①町内の校長会議は記載の日程の中で、教育委員会からの所管事項

等情報交流を進めてございます。②教頭会議につきましても記載の日程で、教育委員会からの所管事

項等の説明をしているところでございます。③から⑥につきましては、後志中地区における教育支援

関係の協議会ですとか担当者会議等が記載のとおり開催をされてございます。⑦につきましては、令

和 4年度第 2回公立高等学校配置計画地域別検討協議会が 7月 22日、オンラインで開催されたとこ

ろでございます。その結果が決定したというようなことが現在新聞等で報道されているところでご

ざいます。 

 （3）ニセコ高等学校の経営指導につきましては、石狩教育局主幹が来て、6月 15日に指導となっ

てございます。 

 （4）につきましては、後志教育局長がニセコ町幼児センターを視察してございます。 

 次 7ページをご覧ください。（5）後志教育局義務教育指導監による訪問でございます。記載の 6月

28・29日に各小中学校、教育委員会へ訪問し指導していただいてございます。 

 （6）北海道教育委員会教育長の視察ということで、7月 5日、幼児センター・ニセコ中学校・ニセ

コ高等学校に道の教育長、教育政策課長ほか随行の者が来て視察をしてございます。 

 （7）につきましては、指導主事による教育指導が行われてございます。 

 （8）につきましては、北海道教育庁の義務教育課長がニセコ中学校に視察に来てございます。 

 （9）は使用図書の閲覧ということで見学でございます。 

 （10）の①はそれぞれの在籍状況ですけれども、9月 1日現在の在籍状況ということで示しており

ます。大きな変化はございません。今年度は昆布小学校に 1 年生が 2 名通学しているということで、

通学路の安全点検等ニセコ町と蘭越町で協議しながら進めているところでございます。②特別支援

教育を要する児童生徒の指導体制につきましては、特に普通学級の指導担当教員ということで町費

で支援している特別支援講師、今年度 1名増加するとともに、地域おこし協力隊でもそういう特別支

援講師というかたちで配置してございます。 

 （11）学校保健関係ですけれども、①学校保健安全法に基づく出席停止状況について記載のとおり

でございます。②につきましては 6月から 8月についての臨時休業、学級閉鎖ということで、昨年度

の 2 月 3 月のような状況ではありませんけれども、記載のとおりなかなかゼロにはならない状況で

学級閉鎖を行っております。次 9ページ、③教職員の定期健康診断につきましては、バスでやってい
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たところを今年度から倶知安厚生病院に適宜受診に行くというような体制で進めてございます。 

 （12）は地元警察署も含めまして、学校安全ということで「子ども 110 番の家」防犯模擬訓練、7

月 12 日にニセコ小学校体育館において近藤小学校 5 年生とニセコ小学校 5年生を対象に訓練をして

ございます。 

 （13）ニセコスタイルの教育の実施状況につきましては、コミュニティ・スクール関係の委員会総

会として 4月 13日に開催し、地域の積極的な支援をいただいているところでございます。 

 （14）ニセコ高等学校学校関係ということで、筑波大学の留学生との交流事業ということで 7月 13

日、開催されてございます。留学生 15 名とニセコ高校 2 年生、3 年生が参加してございます。②と

して募集に向けた活動ということで、近年なかなか定員までいかない状況で、近隣の中学校に積極的

に訪問をお願いしたところ、8月 2日、4日、8日、16日に後志・石狩・胆振管内等 18校、それから

これについては、管理職だけじゃなく新たに先生方自身も当事者意識を持っていただくというよう

なことで、学校のほうで対応していただいております。それから小樽市内 12 校につきましては 7月

29、8月 1日ということで、教諭 2名が訪問してございます。10ページ目のほうにつきましても、石

狩管内 8校については教頭が訪問してございます。中学校説明会ということで、中学校の依頼を受け

て記載の学校に教頭・教務長等が出向いて説明会をしております。また、高校として 1日体験入学を

8 月 19 日、今年度は少しでも早めに意識を持ってもらうというようなことで、ニセコ中学校の 2 年

生を対象にしてございます。次の日 8月 20日はニセコ町外の中学生ということで、記載の中学生 28

名、保護者 28名の参加を得てございます。10月 1日には第 3回目を予定してございます。③全国高

等学校定時制通信制体育大会の状況ですけれども、柔道が全国大会に出場してございます。⑤日本学

校農業クラブ連盟校内技術競技大会等でも結果を出して、全国大会に行く生徒がございます。11 ペ

ージをお開きください。⑥ニセコ高校振興の検討ということで、先ほどお話ししましたけれども、ニ

セコ町立北海道ニセコ高等学校魅力化検討委員会、具体的に動き出してございます。7 月 11 日に第

1回目を開催し、全体的なこれまでの流れ等含めてご説明して、委員の方から意見をいただいてござ

います。そのときに寮についても検討するべきではないかというご意見もありましたので、あわせて

ニセコ高校の寮についても検討する専門委員会を設置し、7 月 27 日に第 1 回目を開催したところで

ございます。⑦その検討委員会の意見を受け、先進地の視察ということで記載の学校、教育委員会等

に視察に行ってございます。今後 9月の末には寮についての視察も行う予定でございます。 

 （15）給食への異物混入についてでございます。今年度 4月と 8月に異物混入がありました。それ

で学校給食センターのほうで原因を調査したところ、洗浄機のベルトコンベアが古くなって一部剥

がれたことが混入の原因だったというようなこともありまして、8 月 10 日と 9 月 5 日とでベルトコ

ンベアの交換を済ませてございます。あと記載の状況でも混入が発生してございます。 

12ページ、（16）第 3子以降の給食費の免除ということで記載のとおりでございます。 

（17）につきましては 7月 22日にニセコ町学校給食センター運営委員会を開催、今回いろいろ異物

混入等がありましたので、その場で具体的に丁寧に説明をさせていただいて、ご指導やご理解をいた

だいたところでございます。 

 次に大きな 3、子育て支援、幼児教育・保育の推進ということで、（1）子育て支援・子どもまちづ
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くり関係につきましては、①に記載のとおりオンラインでの参加をしてございます。②子ども議会に

つきましては 8 月 4 日、この会場におきまして子ども議員 6 人、以下役場職員が対応してございま

す。具体的な対応すべきということはございませんでしたけれども、子どもたちの視点で大変建設的

なご意見があり、また要望等もありましたので、可能なものにつきましては町としても対応していく

ということでございます。次に 13 ページ、③ファミリーサポートセンター利用の状況です。これに

つきましては今年度、新規事業として実施してきたところでございます。少しずつ認知されてきて利

用者も増えてきたというような状況です。 

 （2）幼児センター関係につきましては、①コロナの中ではありますけれども札幌の円山動物園へ

親子バス遠足に行ってございます。それから 7月 15 日は行き先を変更しましたけれども登山活動、

その他記載の活動にも参加してございます。②フッ化物洗口につきましてはこれまで 5 歳児がやっ

ておりましたけれども、4 歳児でも実施しているところでございます。次に 14 ページの③入園児童

の状況ということで、9月 1日現在、幼児センターにつきましては短時間・長時間、計 163名在籍と

いうことでございます。④預かり保育の状況ということで、利用状況につきましては 8月 30日現在

で記載のとおりとなってございます。 

 （3）子育て支援センター関係ということで、子育て支援センター利用状況について記載のとおり

でございます。15 ページ、②一時保育の利用状況につきましても記載のとおりでございます。③休

日保育につきましても表のとおりでございます。④子育て講座等の事業実施の状況につきましては、

子育て講座等が「親子で歯磨きレッスン」、あるいは「10歳若返る整体師の健康講座」等、それぞれ

開催して記載のような参加状況となってございます。 

 16 ページ、（4）の①ニセコこども館の利用状況については、定員 80 名のところ 9 月 1 日現在 76

名となってございます。 

 次に大きな 4、社会教育・社会体育の推進でございます。（1）社会教育活動の①につきましては、

先ほど町長のほうから報告があったとおりでございます。②につきましては社会教育委員会議が 7月

4 日に町民センターで開催され、4 年度の社会教育計画、年間スケジュール等が審議されたところで

ございます。17 ページ、③放課後こども教室、そこに記載のとおり月曜日は町民センターのほうで

ニセコ小学生を対象に、金曜日は近藤小学校で開催され、内容等については記載のような取り組みを

してございます。④少年体験事業ということで、ニセコみらいラボ、毎週水曜日を基本に開催してい

るところでございます。それからニセコチャレンジ（子ども自然体験）ということで、ニセコロング

ウォーク、昨年は羊蹄山麓のサイクリングだったんですけれども、交通事情等もあって危険性もある

ということで、今年は記載のようなかたちで、途中まで移動しそこから尻別川の河口、蘭越町の港町

まで歩いていくというかなり長距離だったんですけども、子どもとしては頑張っていたという報告

を受けております。それからイングリッシュサマーキャンプ、今年度初めて開催したところでござい

ます。小学生に申込み募集したら大部分が 4年生で埋まってしまったんですけれども、初めてという

ことでございます。ニセコスタイルの教育ということでニセコ町としても英語を重視している具体

的な取り組みとして、小学生等の小さい子どものうちから英語に親しむということを取り組んでご

ざいます。国際交流員、地域おこし協力隊、あるいはニセコ高校生にボランティアとして参加してい
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ただきました。それからニセコチャレンジでニセコ山巡りの体験もしてございます。次に 18ページ、

⑤少年交流事業ですけれども、少年洋上セミナーは例年ですと滋賀県高島市、旧マキノ町との交流事

業なんですけれども、コロナの関係でその時期にはできないということで、代替事業として江差町の

古街道ということで、ニセコ町にはないような町並みですとか建物等があるということで、そちらの

ほうでそこに記載のとおりの日程で実施してございます。⑥青少年芸術鑑賞会ということで「アステ

リズム・コンサート」、ここ 2 年間コロナ感染のため実施できなかったんですけれども、若干参加者

の制限した中で小中高生が久しぶりに芸術に触れるということで、子どもたちにも大変良かったと

いうふうなことで聞いてございます。⑦寿大学につきましてはなかなかですね、感染状況の中で現在

のところも再開してないところでございます。⑧文化・図書活動につきましては、有島記念事業とし

てそこに記載の取り組み、特に有島農地開放 100 年記念事業ということで開催しているものがござ

います。次に 19 ページでございます。②有島記念館の各種事業ということで星座忌コンサート、ピ

キニニ音楽隊コンサート等、参加数がかなり増えてきてございます。そういった中で各種再開してご

ざいます。③入館状況ですけれども、令和 4 年度につきましては行動制限がなかったということで、

4月から 7月にかけての利用状況が大幅に増加している状況でした。④あそぶっくの状況等につきま

しても、入館者数、貸出し数が記載のような状況になってございます。⑤あそぶっくの活動状況、4

月から 7月についてそのような取り組みをしてございます。次に 21ページ、（3）社会体育・スポー

ツ活動、①アスリート訪問事業につきましては、今年度記載のとおり走り幅跳び、高跳び等で専門的

な指導を受けてございます。②全町ソフトボール大会、今年度は開催をさせていただきました。9チ

ーム、131人の参加を得てございます。成績はそこに記載のとおりでございます。③町民ラジオ体操

会、今年度は延べ 1,050人ということで非常に参加数が増えました。最後に記念品を子どもたちへ渡

す予定だったんですけれども、最終日が大雨だったということで、体育館のほうでスタンプ帳と引換

えに参加賞みたいなものを渡しているところでございます。④札幌オリンピック・パラリンピック等

に係る活動への参加状況でございます。⑤ニセコ町の町長杯小学生バレーボール大会、8 月 21 日に

7 チーム 79 人の参加で開催してございます。最後に⑥ニセコ町水泳プールにつきましては、当初一

部循環設備の故障でプール開きが遅れたということで、今週末、土日も含めて最後終了する予定でご

ざいます。 

 以上、第 7回ニセコ町議会定例会における教育行政報告とさせていただきます。 

○議長（猪狩一郎君） この際、議事の都合により 11時 20分まで休憩いたします。 

 

休憩 午前 11時 03分 

再開 午前 11時 20分 

 

○議長（猪狩一郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◎日程第 5 請願第 1号 

○議長（猪狩一郎君） 適格請求書等保存方式（「インボイス制度」）導入の見直しを求める意見書採
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択についての請願書の件は、会議規則第 91条の規定に基づき、総務常任委員会に付託します。 

 

◎日程第 6 令和 3年陳情第 2号 

○議長（猪狩一郎君） 日程第 6、令和 3年陳情第 2号 「ニセコ町に放射性物質等をもちこませな

い条例の制定」を求める陳情についての件を議題とします。 

 本件に関し、委員長の報告を求めます。 

 「ニセコ町に放射性物質等をもちこませない条例の制定」を求める陳情特別委員会委員長、青羽雄

士君。 

○特別委員会委員長（青羽雄士君） それでは報告させていただきます。 

 昨年 6月 15 日の第 6回ニセコ町議会定例会において、本特別委員会に付託されました「ニセコ町

に放射性物質等をもちこませない条例の制定」を求める陳情の件は、同日 10 名の委員出席のもとで

委員会を開催し、正副委員長の互選を行った結果、委員長に私青羽が、副委員長に篠原正男君が互選

されました。 

 次に、委員会報告にあるとおり、本年 9月まで 7回にわたり委員会を開催し、陳情者からの陳情内

容の審査や論点整理を行うとともに、特定放射性廃棄物についての学習も行い、慎重に審議を重ねて

きました。その結果、本件については不採択とすべきものとなりました。 

 ニセコ町議会は 2011 年に「原発からの撤退と自然エネルギーへの転換を求める意見書」を政府に

提出し、エネルギー施策に対しての考えを示しており、北海道も 2000年に、「北海道における特別放

射性廃棄物に関する条例」を制定し、特定放射性廃棄物の持ち込みは慎重に対処すべきであり、受入

れないことを宣言しております。 

 また、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律では、最終処分場を設定する際に知事や市町村長

の意見を聞き、これを十分に尊重しなければならないとされています。現行法令において、地域の意

思を無視したかたちで特定放射性廃棄物が持ち込まれることはないと考えます。今後ニセコ町内に

おいて具体的な案件が生じたとき、適宜適切なかたちで対処が求められるものです。 

 なお、特定放射性廃棄物の処分については国民的な課題であり、今後必ず必要となることから透明

性の高いかたちでの議論が広く行われることを望みます。 

 以上、本特別委員会の報告といたします。 

○議長（猪狩一郎君） 委員長の報告が終わりました。 

 本案は議員全員で構成する特別委員会において十分審議が尽くされておりますので、質疑並びに

討論を省略したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 これより、令和 3年陳情第 2号 「ニセコ町に放射性物質等もちこませない条例の制定」を求める

陳情についての件を採決します。 

 採決は起立によって行います。本件に対する委員長の報告は不採択であります。本件は委員長の報
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告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、令和 3年陳情第 2号 「ニセコ町に放射性物質等もちこませない条例の制定」を求める陳

情については不採択とすることに決しました。 

 

◎日程第 7 委員会報告第 1号 

○議長（猪狩一郎君） 日程第 7、委員会報告第 1号 所管事務調査の結果報告について報告を行い

ます。 

 本件に関し、委員長の報告を求めます。 

 総務常任委員長、篠原正男君。 

○総務常任委員長（篠原正男君） それでは、令和 4年度総務常任委員会所管事務調査の結果を申し

上げます。 

 期日については記載のとおりでございます。 

 出席委員は総務常任委員会委員の 4名でございます。 

 説明のため出席した者は、総務課長ほか記載のとおりであります。 

 調査事項につきましては、総務常任委員会の所管する事務についてであります。 

 調査結果を申し上げます。総務課関係におきましては、①新型コロナウイルス対策など財政出動が

増えている状況を踏まえ、中長期的な視点を持って健全財政の維持に努められたいこと。②ニセコ町

が取り組む方向性を明確にしながら、デジタル・トランスフォーメーションを積極的に進められたい

こと。 

 町民生活課関係においては、①マイナンバーカードの普及率向上に努められたいこと。 

 企画環境課関係では、①デマンドバスの予約がとれない実態がある。利用実態を把握して地域交通

を多角的に検討し、課題解消を図られたいこと。②地下水の保全に関し関係するデータ等が重要であ

ることから、情報集積のための制度策定などについて検討されたいこと。 

 町民学習課関係では、①ニセコみらいラボについては学校との情報交換を密にして、事業内容等の

充実に努められたいこと。 

 以上記載のとおりでございます。 

 なお、当委員会として調査結果の指摘も大切でありますが、その指摘をどのように処理されたかな

ど、調査から指摘、検証のサイクルとして捉えて行うことと今後いたしますので、本年度所管事務調

査指摘事項の取扱いについては、それぞれ十分ご留意されるようお願い申し上げます。 

 これで報告を終わります。 

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（猪狩一郎君） 常任委員長の報告が終わりました。 

 これよりただいまの総務常任委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。ただいまの総務常任委員長の報告を受理し、善処を必要とする関係部分については、

町長等に対し善処されるよう要望したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会報告第 1号 所管事務調査の結果報告についてはこれを受理し、善処を必要とする

関係部分については、町長等に対し善処されるよう要望することに決しました。 

 

◎日程第 8 報告第 1号 

○議長（猪狩一郎君） 日程第 8、報告第 1号 令和 3年度ニセコ町健全化判断比率及び資金不足比

率の報告についての件を議題とします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 副町長、山本契太君。 

○副町長（山本契太君） それでは、本日よろしくお願いいたします。 

 日程第 8、報告第 1号 令和 3年度ニセコ町健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてでご

ざいます。議案の 2ページをご覧いただきたいと存じます。 

 報告第 1 号 令和 3 年度ニセコ町健全化判断比率及び資金不足比率の報告について。 地方公共

団体の財政の健全化に関する法律第 3条第 1項及び第 22条第 1項の規定により、令和 3年度決算に

基づくそれぞれの比率について、別紙監査委員の意見をつけて報告する。 

令和 4年 9月 8日提出。ニセコ町長、片山健也。 

 次のページをお開きいただきたいと思います。本件につきましては、地方財政健全化法に基づき地

方公共団体の財政状況を客観的・統一的に表し全体像を把握するため、決算に基づきこれらの財政の

健全性に関する指標を算出することとされております。別紙として本文でも述べましたように監査

委員の健全化審査意見書をつけておりますので、後ほどこちらについてはご覧いただきたいと存じ

ます。2ページの部分でございますが、上段の表に令和 3年度決算に基づきまして 4つの指標を掲載

してございます。1番左側、一般会計に係る実質赤字比率。その隣、特別会計まで含めた連結実質赤

字比率。これら 2つの比率について赤字が発生していないということから、該当しないことを示す横

の棒を記載してございます。続きまして、実質公債費比率については標準財政規模に対する単年度の

元利償還金の比率となりますが、令和 3年度決算に基づきまして 8％となり、昨年度より 2ポイント

減少しております。比率の減少についてですが、分母となる標準財政規模が前年度に比べて 2億 5,713

万 2,000 円の増となったことが主な要因でございます。なお実質公債比率は過去 3 か年の平均を用

いておりますが、過去 3年の単年度で見てみますと令和元年度が 9.88％、令和 2年度が 9.25％、令

和 3 年度が 5.08％となってございます。続きまして一番右側、将来負担比率でございます。こちら

は標準財政規模に対する将来的に負担すべき地方債の比率でございます。昨年度より 9.1 ポイント
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減少の 53.4％、こちらが平成 3 年度決算に基づく数字ということでございます。比率の減少につい

てですが、先ほどご説明した標準財政規模の増に加え、充当可能基金が 2億 8,049万円増加し、分母

となる将来負担比率が減少したということが主な要因でございます。続きまして、議案の 3ページの

下段にあります資金不足比率でございますけれども、公営企業会計ごとの資金不足比率を示すもの

ですが、資金不足額が発生しておりませんので、全ての比率で該当しないことを示す横棒となってお

ります。なお、ニセコ町令和 3年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率計算表を別冊で配

付をしてございますので、後ほどご覧いただきたいと存じます。 

 報告第 1号に関する説明は以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（猪狩一郎君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより報告第 1 号 令和 3 年度ニセコ町健全化判断比率及び資金不足比率の報告についての件

の質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終了します。 

 これにて報告済みといたします。 

 

◎日程第 9 認定第 1号 

○議長（猪狩一郎君） 日程第 9、認定第 1号 令和 3年度ニセコ町各会計歳入歳出決算認定につい

ての件を議題とします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

副町長、山本契太君。 

○副町長（山本契太君） 日程第 9、認定第 1号 令和 3年度ニセコ町各会計歳入歳出決算認定でご

ざいます。議案の 4ページをお開きいただきたいと存じます。 

 認定第 1 号 令和 3 年度ニセコ町各会計歳入歳出決算認定について。地方自治法第 233 条第 3 項

の規定により、下記令和 3 年度ニセコ町歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に

付する。記、1 令和 3年度ニセコ町一般会計歳入歳出決算、2 令和 3年度ニセコ町国民健康保険事

業特別会計歳入歳出決算、3 令和 3年度ニセコ町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算、4 令和 3

年度ニセコ町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算、5 令和 3 年度ニセコ町公共下水道事業特別会計

歳入歳出決算、6 令和 3年度ニセコ町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算。 

 令和 4年 9月 8日提出、ニセコ町長、片山健也。 

 議案の別紙といたしまして 6 点の資料をつけてございます。ご確認いただければと思います。ま

ず、横長の令和 3年度ニセコ町決算関係書類、この分厚い書類が一つ。それから今年度添付を新たに

いたしました令和 3 年度決算で決算額が予算に対し著しく増減額が生じた科目についての説明書、

これが今年からつけているものでございます。それから縦の令和 3 年度における主要な施策の成果

についてという書類、それから横長の令和 3年度ニセコ町決算概要、それから 2枚ものの令和 3年度
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特定目的基金の運用状況報告書。これらのものを資料として添付をしているということでございま

す。 

 まずはちょっと資料の訂正、お詫びをさせていただきたいと存じます。このニセコ町の決算関係書

類でございます。これの 1ページ、印刷の設定の誤りで題名とページ数の文字のフォントが小さく印

刷されてございます。本来もっと大きいフォントが適正でございます。同じくこの冊子の 241 ペー

ジ、こちらにつきましても同じくフォントが小さくなっているということでございます。以後、各会

計ごとに同じところがフォントの小さな印刷となっておりまして、見づらくなってございます。資料

閲覧の際にはご不便をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。大変失礼をいたしました。 

 それでは、決算概要についてご説明を申し上げます。まず、「主要な施策の成果について」、こちら

を使ってご説明申し上げたいと思います。3ページをお開きいただきたいと存じます。決算の概要で

ございますけれども、令和 3 年度の一般会計の決算は役場新庁舎・防災センター整備事業の終了で、

歳入歳出ともに前年度を下回る決算となってございます。地方債の残高では前年度比 1億 30万円減

の 85 億 3,168 万円。それから、基金残高は一般会計で前年度比 2 億 4,702 万円増の 15 億 1,110 万

円となりました。3ページの表をはさんで下段の文章でございますが、令和 3年度は主に近藤小学校

校舎棟の増築工事、公営住宅長寿命化の更新工事、新庁舎の備品購入などを行っているというところ

でございます。また、国営緊急農地再編整備事業については 7年目の着手ということで進めていると

いう状況でございました。4ページの表となります。事業の進捗や予算措置の時期などから、住民税

非課税世帯等臨時特別給付金事業をはじめ、全 8事業の合計 1億 7,322万円につきまして、令和 4年

度に繰越をして実施をするという状況になっているということでございます。それから 5 ページを

お開きいただきたいと存じます。上の表、決算状況をご覧ください。令和 3 年度の歳入合計は 58億

8,551 万 1,000 円。その下、歳出合計は 56 億 9,737 万 9,000 円となりました。まず歳入ですけれど

も、表の下部分から記載しておりますが、前年度に比べて 13億 7,292 万円減額となりました。これ

は役場庁舎・防災センター整備の事業の終了ということが主な要因です。4行目の主要財源でありま

す地方交付税については、普通交付税が 2億 7,424万円の増、特別交付税が 9,520万円の増となった

影響によりまして、前年度比 3億 6,944万円の増額となりました。令和 3年度の交付税算定では、基

準財政需要額が過去最高値、基準財政収入額が過去 2 番目の数値となりまして、税収の 75％相当は

普通交付税で減額算定となりますが、残りの 25％相当は町の留保財源確保につながっているという

ことでございます。その下の町債は大型公共事業の完了に伴い、前年度比 13 億 8,155 万円の減額と

なります。一般会計の地方債残高も前年度比で 1 億 6,023 万円の減額となりました。その下、公債

費、起債の償還費用のことでございますが、平成 18 年度をピークに減少傾向にありましたが令和 2

年度で下げ止まり、令和 3年度に猶予特例債の一括償還により一旦増額をいたしました。役場新庁舎

の元利償還が始まる令和 7年度までは、横這い傾向が続く見込みということでみております。決算の

状況を示す指標のうち、実質収支は 1億 8,459万円の黒字となりました。実質 3年度収支は 1,523万

円の黒字となってございます。財政の弾力性や硬直性を示す経常収支比率でございますが、普通交付

税が増額したことから 5.7ポイント減をして、経常収支比率は 83.6％と好転をしております。6ペー

ジをご覧ください。財政状況を示す指標の状況について、先ほどご報告をしたとおり、実質公債比率、
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将来負担比率を示す掲載をしてございます。6ページの下のグラフでございますが、こちらは財政状

況を示す指標の推移が載っております。このような推移をしているということでございますので、ご

覧いただきたいと思います。今後も財政構造の弾力性や公債費と基金確保のバランスに留意してま

いりたいと存じます。次に決算データにつきましては一般会計は 7ページ以降、特別会計は 10 ペー

ジ以降に掲載してございますので、後ほどご覧いただきたいと存じます。それから同じくこの冊子の

15 ページ以降、重点施策の概要が記載されてございますが、60 ページ以降については施策の相殺と

いうことで個別の事業実績が載っております。こちらも後ほどご覧いただきたいと存じます。 

 続きまして、Ａ4横の「ニセコ町決算関係書類」についてご説明をいたします。なお、今年度から

先ほど申し上げた参考資料として「決算額が予算に対し著しく増減額が生じた科目についての説明

書」を添付をいたしましたが、こちらは歳出について決算の関係書類と同じページ立てで、不用額な

どの理由を記載している資料でございます。このため、例年後ろのほうの事項別明細の歳出の部分に

ついても説明をしておりましたが、省略をさせていただきます。 

 それでは「ニセコ町決算関係書類」の説明でございます。まず 1ページから 6ページにかけまして

は令和 3年度ニセコ町一般会計歳入歳出決算書を記載してございます。7ページをご覧いただきたい

と存じます。一般会計の歳入歳出の差引き残高が 1億 8,813万 2,259円でございまして、うち基金繰

入金はなしとなってございます。それから 8 ページから 241 ページにかけては歳入歳出決算の事項

別の明細ということでございますので、別冊のほうをご覧いただき、こちらは省略させていただきま

す。一般会計は以上でございます。 

 続きまして 243 ページでございますが、こちらは令和 3 年度国民健康保険事業特別会計でござい

ます。244 ページから 245 ページが決算書、246 ページは歳入歳出の差引き残高 81 万 3,013 円とい

うことで、国民健康保険基金からの繰入れはなしということでございます。以下、247ページからの

決算の明細については省略をさせていただきます。 

 続きまして 257 ページ、令和 3 年度後期高齢者医療特別会計です。258ページ、259ページが決算

書となります。260 ページ、歳入歳出の差引きの残高 5万 1,300 円となっております。以下、261ペ

ージからの決算の明細については省略でございます。 

 続きまして 269ページ、令和 3年度簡易水道事業特別会計でございます。他の会計と同じページ立

てということでございます。272ページをご覧いただきたいと思います。歳入歳出の差引き残高が 55

万 2,065円となってございます。以下は省略をさせていただきます。 

続きまして 287 ページ、公共下水道事業特別会計でございます。先ほどからの説明にならいまして、

290ページが差引き残高ということで 52万 7,833円。となってございます。 

 続きまして 305ページでございます。農業集落排水特別会計でございます。308ページでございま

すが、歳入歳出の差引き残高 10万 8,544円。このような決算の結果となってございます。 

 続きまして 316ページにお進みいただきたいと存じます。財産に関する調書でございます。こちら

を説明させていただきます。土地及び建物が（1）の表、それから山林が（2）の表ということで、現

在持っている土地・建物、山林の面積等を記載しておるものでございます。令和 3年度における土地

の変動は主なものとして、字絹丘の新幹線用地の売却による売払いによる減、それから字桂台の土地
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の寄附、これは原野でございますが、この寄附や字ニセコの町道藤山北通敷地の無償譲渡などにより

まして増ということで土地が増えております。年度中の増減として合わせて 6万 4,461㎡、（1）の表

の一番下の左から 3列目の数字、決算年度中の増減というとこですが、最終的には 6万 4,461㎡、こ

れ道路を含むということでございますが、土地の面積が増加しているということでございます。また、

建物の変動についてはこの表の右から 2 列目の一番下をご覧いただきたいと思いますが、近藤小学

校の増築や字富士見の住宅の寄附などによりまして、建物の延べ面積は 419.68 ㎡の増加という結果

となってございます。それから 317ページ、有価証券及び出資金等の現在高、318ページから 320ペ

ージにかけて物品関係の掲載をしてございます。これらについては後ほどご覧いただければと存じ

ます。続きまして 321ページ、債権関係の記載ということでございますが 3つございます。産業振興

資金貸付金については、年度中に返済のありました 592 万 4,000 円を受けて、決算年度末現在高が

1,134万 2,000円という結果になってございます。なお、現在貸付け中の件数については合計で 3件

ということになってございます。その下、中小企業特別融資預託金につきましては、新型コロナウイ

ルスの影響による融資制度の活用により 1 件 500 万円の融資を行っておりまして、これにより年度

末残高は 500万円ということでございます。それから一番下、貸付金として通称ニセコミライ街区整

備の資金として、株式会社ニセコまちに対し 1 億円の貸付けを令和 3 年度は行ったということでそ

の数字が載ってございます。最後に 322ページでございます。基金関係の起債でございますが、特に

増減が大きな基金を中心にご説明をいたします。なお若干の金額増については利子収入ということ

でございますので、こちらもご理解のほどをいただきたいと存じます。また、一番右側の備考欄でご

ざいますけれども、この金額につきましては 3月 31 日以降の出納整理期間において積立てや取崩し

があったものでございまして、その左側の欄にあります決済年度末現在高や決済年度中増減高には

含まれませんということで、こちらもご理解願いたいと存じます。まず左欄の 3 段目、地域福祉基

金、こちらについては安定的な福祉施策の推進、それから福祉施設などの健全な運営を図るための財

源として、3,500万円を積立てたということでございます。その下、公共施設整備基金については将

来の公共施設の維持管理や除却を見据えた財源として、1億円積立てとしております。下から 3段目

の減債基金につきましては、猶予特例債の償還財源として 3,810万円の取崩しをいたしましたが、償

還臨時財政対策債の償還財源として 3,350 万円、それから役場新庁舎防災センターの今後の償還財

源として 5,150万円、計 8,500万円の積立てをいたしました。その下、社会福祉事業基金につきまし

ては、指定寄附を受けた 170万円についても積立てておるということでございます。右の列に移りま

して、一番上の産業振興基金については、先ほどご説明を申し上げましたとおり、年度中の返済や貸

付利子などにより、現金及び貸付金が増減したということでございます。その下、ふるさとづくり基

金については、お受けした寄附金額合計 4,795万円の積立てを行いました。また、3,355万円の取崩

しを行い、子育て環境の整備や寄附金返礼事務のほか、各種事業への充当財源としております。その

下、庁舎建設基金につきましては、新庁舎建設に伴う備品購入の財源として 3,620万円を取崩しまし

たが、消防庁舎建設やそれに伴う備品購入の財源として 7,000 万円を積立てたということになって

ございます。その下、国営緊急農地再編整備事業基金では後年の負担金返還に向けまして 1,000万円

を積立てたということでございます。その下、森林環境譲与制基金については森林環境譲与税交付額
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から林業振興事業に一部充当した残額、504万 9,000円を積立てたとなってございます。国民健康保

険基金については 1,620万円を新規に積立てしております。最後、北海道市町村備荒資金組合積立金

については道内全市町村が災害に備えるために積立てを行っておりまして、令和 3 年度は 8,000 万

円の積立てを行ったほか、本町積立て分に対し利息分 141 万 7,000 円を加えた合計 8,141 万円を増

額として積立てておるということでございます。以上で決算認定に関する説明を終わります。 

 よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（猪狩一郎君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

 お諮りします。本件については議長と監査委員である浜本和彦議員を除く議員 8 名の委員をもっ

て構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上審査することにしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（猪狩一郎君） ご異議なしと認めます。 

 よって、認定第 1号 令和 3年度ニセコ町各会計歳入歳出決算認定についての件は、8名の委員を

もって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上審査することに決しました。 

この際、議事の都合により、午後 1時まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 12時 00分 

再開 午後 13時 00分 

 

○議長（猪狩一郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◎日程 10 承認第 1号から日程第 12 承認第 3号 

○議長（猪狩一郎君） これより日程第 10、承認第 1号 専決処分した事件の承認について（令和 4

年度ニセコ町一般会計補正予）の件から、日程第 12、承認第 3 号 専決処分した事件の承認につい

て（令和 4年度ニセコ町一般会計補正予算）の件までの 3件を一括議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 副町長、山本契太君。 

○副町長（山本契太君） このたびの専決は 7月 26日、8月 8日、8月 23日の 3回にわたり、それ

ぞれの日付で行った専決処分について順次説明をしてまいります。 

 まず日程第 10、承認第 1号 専決処分した事件の承認について。まず 7月 26日の分ということで

ございます。 

 承認第 1号 専決処分した事件の承認について。 

 地方自治法第 179 条第 1 項の規定に基づき、別紙のとおり令和 4 年度ニセコ町一般会計補正予算

の専決処分をしたので、同条第 3項の規定により報告し承認を求める。 

 令和 4年 9月 8日提出、ニセコ町長、片山健也。 

 1 枚おめくりいただきまして、こちらが先ほど申し上げた 1 件目になりますが、令和 4 年 7 月 26
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日付の専決処分書でございます。 

 おめくりいただきまして、読み上げます。 

 令和 4年ニセコ町一般会計補正予算。 

 令和 4年度ニセコ町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第 1条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 70万 3,000 円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ 53億 2,084万 3,000円とする。 

 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第 1表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和 4年 7月 26日、ニセコ町長、片山健也。 

 次のページをお開きいただいて、「第 1表 歳入歳出予算補正」の歳入が 6 ページ、歳出を 7ペー

ジに載せてございます。 

 8 ページは歳入歳出補正予算事項別明細書の総括の歳入、9 ページは今回の補正額が記載されてお

りますが 70万 3,000 円ということでございまして、この財源については全て一般財源ということに

なります。 

 それでは歳出からご説明をいたします。11 ページでございます。10款 7項 3 目給食センター費、

10節の修繕料 70万 3,000円。こちらは別にご用意をいたしました補足資料の 1ページにその箇所の

写真が載ってございます。学校給食センター内で使用している食器・食缶・トレー洗浄機に設置して

いるプラスチック製のベルトコンベアが劣化により剥がれ、写真の中央上の写真でございますが、そ

の破片が給食への異物混入の原因となったということから、ベルトコンベアの交換、併せて食器・食

缶・トレー洗浄機に設置している仕切り用防水カーテン、写真の中央の下のほうの写真ですが、こち

らも劣化により交換ということでございます。 

 続きまして、歳入について 10 ページをお開きいただきたいと思います。歳入については、20 款 1

項 1目 1節の前年度繰越金 70万 3,000円を活用するということでございます。発注等の時間の関係

から専決をさせていただいたという案件でございます。この専決補正の詳細については、別冊の補正

予算資料の№1～3 にまとめてございます。この内容は専決補正の趣旨、それから専決補正後の各会

計の総括、専決補正後の一般会計歳入歳出内訳及び専決補正の枠組みということで整理をさせても

らっているところでございます。後ほどご覧いただきたいと存じます。 

 承認第 1号については以上でございます。 

 続きまして、日程第 11、承認第 2号 専決処分した事件の承認について。2件目でございます。そ

れでは同じ議案の 13ページをお開きいただきたいと思います。 

 承認第 2号 専決処分した事件の承認について。 

 地方自治法第 179 条第 1 項の規定に基づき、別紙のとおり令和 4 年度ニセコ町一般会計補正予算

の専決処分をしたので、同条第 3項の規定により報告し承認を求める。 

令和 4年 9月 4日提出、ニセコ町長、片山健也。 

 1枚めくっていただきまして、これ 2件目ということで、8月 8 日付で専決処分書となってござい
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ます。 

また 1枚めくっていただきまして 17ページ、読み上げます。 

 令和 4年度ニセコ町一般会計補正予算。 

 令和 4年度ニセコ町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第 1条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 962万 8,000円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ 53億 3,047万 1,000円とする。 

 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第 1表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和 4年 8月 8日、ニセコ町長、片山健也。 

 体裁は一緒でございまして、18ページ 19ページはご覧いただいたとおり、20ページもご覧いただ

いたとおり。21 ページでございますが、今回の補正の金額につきましては 962 万 8,000 円でござい

ます。こちらの財源につきましては国庫支出金が 301万円、一般財源が 661万 8,000円という財源内

訳になってございます。 

それでは歳出からご説明をいたしますので、25ページをお開きいただきたいと存じます。3款 2項

1目児童措置費でございますが、昨年度も実施いたしました真に生活に困っている方々への支援措置

として、今年度も 6月定例会で可決をいただきました低所得の子育て世帯に対する「子育て世帯生活

支援特別給付金」について、当初国から示された推計人数プラスニセコ町の予備分として全体で 50

人分を推計し、補正をさせていただいたところでございますが、6月補正後にシステムの改修を行い、

初めて給付判定ということを行ったところ、対象人数が想定を超えて増えたことから、不足分として

さらに 50人分を増額するというものでございます。内訳は 10節の消耗品で 1万円、その下本体であ

る子育て世帯生活支援特別給付金は国が 5 万円、北海道が 1万円で合わせて 6 万円でございますが、

この 6万円掛ける対象者増加分 50 人ということで 300万円の補正ということでございます。なお、

1 回目の給付につきましては 8 月 30 日に 35 世帯 76 人へ給付を実施しておるというところでござい

ます。また、申請が必要な家計急変者などについては、来年 2月末までの申請受付けということで実

施をしているということになってございます。 

 続きまして、1枚おめくりいただきまして 26ページでございます。11款 2項 1目土木施設災害復

旧費でございますが、これは令和 4年 6月 28、29及び 7月 20日に発生した集中豪雨に伴い、町道な

どの被災箇所を補修するため、所要額を補正するというものでございます。なお、本災害復旧は災害

復旧事業債の基準となる 1 時間あたりの最大雨量 20 ㎜以上の基準を満たすことから、財源として災

害復旧事業債、事業費の充当は 100％ということでございますが、これを活用する申請を行うという

ことでございます。内訳でございますが、まず 12節の町道等災害復旧業務委託料 91万 2,000円。補

足資料で場所の説明を申し上げます。2ページに場所を記載してございます。全町域にまたがった災

害があるものですから、ちょっと広い図面といいますか地図でちょっと見づらくて恐縮でございま

す。被災位置図の 1番目の田下通、それから 2番目の西山ニセコ連絡線、3番目の近藤 7線通、それ

から次のページ、1番目の真狩川沿線、災害の内容によってちょっとページを変えているものですか
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ら申し訳ないんですが、いずれも路盤の洗掘と一部埋まった素掘り側溝の復旧ということで、委託業

務の中で実施をするというものでございます。それからその下、14 節の土木施設単独災害復旧工事

557万 7,000円については、法面が崩壊した 2箇所、ルベシベ通、先ほどの補足説明資料 2ページの

4番と次の 3ページの 2番、清の川の工事費を補正するというものでございます。内訳につきまして

は、町道ルベシベ通法面災害復旧工事が 66 万円。それから清の川の災害復旧工事が 491万 7,000円

ということでございます。これが 557 万 7,000 円の内訳ということでございます。その下、15 節の

災害復旧原材料費 12 万 9,000円、こちらはこれら災害箇所の補修に要する雑砕石の費用ということ

で計上してございます。 

 続いて 22 ページをお開きいただきたいと思います。歳入については、まず 15 款 2 項 2 目 2 節の

子育て世帯生活支援特別給付金事業費の補助金ということで 250 万円。こちらが先ほどご説明をし

ました 60人掛ける 50人分の給付金の専決補正ということで、国庫の補助金でございます。 

 23ページ、16款 2項 2目 2節の 51万円は同じ子育て事業の道費分ということでございます。 

 次のページの 24ページ、20款 1項 1目 1節前年度繰越金 661万 8,000円の補正ということで、今

回の歳入補正については、国道支出金のほかは現段階では前年度繰越金を充当するというかたちを

とっております。 

 この専決補正の詳細については、別冊の補正予算資料№2にもまとめてございますので、後ほどご

覧いただきたいと存じます。 

 承認第 2号については以上でございます。 

 続きまして、議案の 27ページになります。日程第 13、承認第 3号 専決処分した事件の承認につ

いて。これは 8月 23日の専決ということでございます。 

 承認第 3号 専決処分した事件の承認について。 

 地方自治法第 179 条第 1 項の規定に基づき、別紙のとおり令和 4 年度ニセコ町一般会計補正予算

の専決処分をしたので、同条第 3項の規定により報告し承認を求める。 

 令和 4年 9月 8日提出、ニセコ町長、片山健也。 

 29ページでございますが、専決補正の 3件目、8月 23日付の専決ということでございます。 

 続きまして 31ページ、令和 4年度ニセコ町の一般会計補正予算。 

 令和 4年度ニセコ町一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第 1条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 2,502万円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ 53億 5,549万 1,000円とする。 

 2 これは省略させていただきます。 

 令和 4年 8月 23日提出、ニセコ町長、片山健也。 

 32ページ、33ページ、34ページはご覧いただいたとおりということでございます。 

 それから 35ページでございますが、この専決補正の合計が 2,512万円ということで、財源につい

てはその他財源、財政調整基金ということでございますが 2,500万円、それから一般財源が 2万円と

いうことで予算を組んでいるところでございます。 
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 それでは歳出からご説明をしますので、38 ページをご覧いただきたいと存じます。8月 16日に発

生した集中豪雨に伴い、町道や作業路などの被災箇所を補修するための経費の補正というものでご

ざいます。なお、雨量は 24時間あたり 115㎜となりまして、災害復旧事業債の基準となる 24時間あ

たり 80 ㎜以上の基準を満たすことから、今後財源として災害復旧事業債の申請を行う予定でござい

ます。 

 まず 11 款 1 項 2 目林業施設災害復旧費、13 節の農作業機械借上料 14 万 1,000 円。こちらについ

ては先ほどからご覧いただいています補足資料の 4 ページ、全部で 21 か所あるわけですが、一番下

のＡのところが今ご説明申し上げている農作業機械借上料 14万 1,000 円の場所でございます。集中

豪雨により被災した峠第 2 地区作業路復旧に係る機材及び搬送車両の借上料を補正するものでござ

います。内訳はブルドーザー借上げ 8 万 8,000 円、重機運搬 2 万円の 2 回分ということでございま

す。 

 その下、2 項 1 目土木施設災害復旧費でございますが、これは路面の洗掘、それから側溝の埋塞、

埋まるということでございますが、側溝の埋塞や法面の崩壊など、道路に関する全部で 21 か所の災

害ということでございます。まず 12節の町道等災害復旧業務委託料 1,231万 9,000 円。補足資料の

4 ページをご覧いただきたいと思います。被災地図の一番上、1番のニセコ登山道路、それから 4番

を除いて順次 19 番の西山ニセコ連絡線まで、この被災場所で主に路盤洗掘と一部に側溝埋塞で復旧

するための委託という内容でございます。その下、14 節の土木施設単独災害復旧工事 1,133 万円に

つきましては、法面崩壊した 2 か所、西山尾ノ上連絡線、補足資料の 4ページの図の真ん中あたり、

丸が 3つ並んでるところの 4 番と、富川名無川通、図の 20 番、これも法面の崩壊ということでござ

います。それから路盤流出及び舗装陥没となった 1 か所、第二温泉藻岩連絡線、図面の 21番の 3 つ

の工事を補正するというものでございます。それぞれの簡単な内訳でございますが、町道西山尾ノ上

連絡線の法面工事については 660万円。町道富川名無川通の法面崩壊については 385万円。それから

町道第二温泉藻岩連絡線の歩道陥没等については 88万円となってございます。その下、15節の災害

復旧原材料費 123 万円は、これら被災箇所の補修に要する雑採石の費用ということで計上してござ

います。 

 続いて歳入について、お戻りいただきまして 36ページでございます。歳入についてはまず、19款

1項 1目 1節財政調整基金繰入金 2,500万円を充当いたします。 

 それから 37ページ、20款 1項 1目 1節前年度繰越金 2万円ということで補正をさせていただいて

おります。 

 この専決補正の詳細は別冊の補正予算資料№3にまとめてございますので、こちらも後ほどご覧い

ただきたいと存じます。 

 承認第 3号については以上でございます。 

 1号から 3号につきましてご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（猪狩一郎君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより、承認第 1 号 専決処分した事件の承認について（令和 4 年度ニセコ町一般会計補正予

算）の質疑に入ります。 
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 質疑ありませんか。 

 篠原議員。 

○1 番（篠原正男君） 1 点だけお伺いしたいんですが、給食センターの中には様々な機械類がござ

いまして、1年間通して安心安全な学校給食を提供するために、施設設備の点検等がやっぱり行われ

ていると思います。今回残念ながら破損した機械類について、どのような保守点検がなされていたか

お伺いをいたします。 

○議長（猪狩一郎君） 三橋センター長。 

○学校給食センター長（三橋公一君） はい、篠原議員の質問にお答えいたします。給食センターに

あります食洗機の日常の管理につきましては、年 2 回メーカーさんのほうにお願いしまして洗浄の

作業を行っております。年 2 回の作業につきましては、夏休みと冬休みにそれぞれ行っておりまし

て、その洗浄の中でメンテナンスを一緒に行わせていただいております。 

○議長（猪狩一郎君） 篠原議員。 

○1番（篠原正男君） 年 2回点検はされているということですが、今回破損し、異物が混入してし

まったということは、通常の点検の中で防ぎ得ないものなんでしょうか。もしそうだとすれば、今後

どのような対応をとられると考えておられるかお伺いします。 

○議長（猪狩一郎君） 三橋センター長。 

○学校給食センター長（三橋公一君） 今回の洗浄機のベルトコンベアにつきましては、点検の中で

欠けるかもしれないとわかっていた部分がありまして、令和 4年度、今年度の当初予算でベルトコン

ベアの交換の費用をみておりました。それにつきましては、今回補正予算をかけさせていただいたベ

ルトコンベアの部分とまた別の部分のコンベアになっておりまして、当初予算でみさせていただい

た部分につきましては、補足資料の 1ページの写真のほうで説明させていただきたいんですが、ベル

トコンベアの上と下の部分がございまして、当初予算で交換をみていた部分がこの下のコンベアに

なります。今回追加の補正予算のほうで専決処分いただいたのが、こちらの上のベルトコンベアにな

ります。こちらのほうにつきましては年 2回の清掃は行ってはいるのですが、実はコンベアの前回の

交換を平成 27年度に一度行っておりまして、それから 5、6年経過しています。その中で今回のプラ

スチックの欠けた破損が混入してしまったというようなもんですから、もう少し短いスパンできち

んと点検をした上で、交換をもう少し早めの時期に行っていきたいと考えております。 

○議長（猪狩一郎君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これをもって質疑を終了します。 

 本件については討論を省略します。 

 お諮りします。本件は承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、承認第 1 号 専決処分した事件の承認について（令和 4年度ニセコ町一般会計補正予算）

の件は承認することに決しました。 
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 これより、承認第 2 号 専決処分した事件の承認について（令和 4 年度ニセコ町一般会計補正予

算）の質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

 斉藤議員。 

○5 番（斉藤うめ子議員） 困窮している子育て世帯の特別給付金の支給のことなんですけれども、

最初推定人数の予算を補正したところが足りなかったということなんですけれども、かなり人数が

大幅に違うように思うんですけれども、その辺のところ、なぜ大きく違いが出てきたのか、その後の

コロナ禍が長引く中で家庭生活も難しくなったとか、収入がなくなったとか変化してきたこともあ

るかと思うんですけれども。先ほどの説明では 8 月 30 日現在、困っている方は 35 世帯、76 人とい

うことですか。これからまた来年の 2月まで申請を受けるということなので、追加補正したわけです

けれども、これからどれだけ増えるかわからないんですけれども、その辺りのところをちょっともう

一度説明していただきたいと思いますけれども。 

○議長（猪狩一郎君） 桜井課長。 

○保健福祉課長（桜井幸則君） 6月定例会のときに補正させていただきました積算としては、国の

ほうから第 1回目の内示額というのが来ておりまして、これが 37 名分でございました。そこで我々

としては 13 名の上乗せをして、50名ということで、6 月定例会に補正をしたというのがまず当初の

部分でございます。システム改修もこの 6月定例会のときに補正予算で上げさせてもらいまして、実

際に非課税世帯をシステム、機械により判定したところ、66 名の方が既にこの非課税として該当に

なるということがわかりました。さらに未申告という部分で 14名、あわせて 80名の方が該当になる

かなということと、我々のほうで情報を持っていない高校生のみの世帯も見込みで 6 人ぐらいはい

るということで、6月補正の 50人と合わせまして 86人が予定されるということです。さらに家計急

変分を予備ということで 14 名分みて、今回総計合わせて 100 人分の足りない分 50 人分を補正させ

ていただきたいということでございます。なおプッシュ型で今回支出させていただく方につきまし

ては、8月 30日に 76名分について既に支出、支払いのほうを行っているというような状況でござい

ます。 

○議長（猪狩一郎君） 斉藤議員。 

○5 番（斉藤うめ子議員） もう一度ちょっと伺いたいんですけど、なぜ、国のほうからまず 37 人

分というふうな指定をしてきたのか、それに対してニセコ町としてはさらに上乗せして 50 名分を補

正したということなんですけれども、国はなぜそういう人数を指定してきてるのか、その辺を伺いた

いと思います。 

○議長（猪狩一郎君） 桜井課長。 

○保健福祉課長（桜井幸則君） 国の推計に関する具体的な積算内容については知らされておりませ

んので、国の全国推計などを用いたものでニセコ町の内示額、全ての自治体の内示額を出してござい

ますので、国の持っているデータで出されてきたのかなというところでございます。なので具体的に

なぜ 37名なのかというのは、我々は承知していないところでございます。 

○議長（猪狩一郎君） 斉藤議員。 
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○5 番（斉藤うめ子議員） そうしますと、これは今度また補正して 50 人分としてるんですけれど

も、これはもう全て国から間違いなく補助されるわけですか。足りなかった、また、今その倍になっ

た分は国から補助されるわけですか。要するに 50名で足りなかったので、また 50人分の補正をした

んですけれども、結果的には。推定で 86 名はそれに該当するんじゃないかっていうことなんですけ

れども、補正した部分は当然国から金額が全部助成されるというふうに考えてよろしいんでしょう

か。 

○議長（猪狩一郎君） 桜井課長。 

○保健福祉課長（桜井幸則君） 変更申請というかたちで国に申請いたします。変更申請しますので、

国から全額支給されるかと思います。なお道費の分については道費での変更申請をしますので、道費

から交付されると想定されます。 

○議長（猪狩一郎君） 高木議員。 

○8番（高木直良君） 今の件についてです。私は厚労省のホームページからこの支給要件について

確認させていただいたところ、2種類あって一つは児童扶養手当受給者、これは申請が必要ありませ

ん。もう一つは住民税の均等割が非課税の対象で、これは申請がありますというふうに読み取ったん

ですが、それで間違いがないかどうか。それから、先ほどこれから 2月末までに申請を受け付けると

いうことなんですが、この対象者の方たち、申請が必要な対象者に対する周知の仕方について、どう

いうことを考えられているか、2点お尋ねしたいと思います。 

○議長（猪狩一郎君） 桜井課長。 

○保健福祉課長（桜井幸則君） 厚労省のほうで示している内容につきましてはそのとおりかと。い

わゆる非課税世帯についてはプッシュ型で町から支給できるということで、今回そのプッシュ型で 8

月 30 日に 76 名分の支出をしているというところでございます。それと申請が必要な方についての

周知の方法でございますけれども、基本的に先ほど申し上げた高校生のみの世帯、また、今年の 1月

2日以降にニセコ町へ転入された高校生以下の子どもがいる世帯については、税情報が全くニセコ町

にはないので、その方々につきましてはホームページ、それから広報、ラジオニセコでのお知らせに

なるかなと。個別に郵送での周知っていうのはなかなか難しいのかなというふうに考えております

ので、そのようなかたちでの周知を行っていきたいなというふうに思ってございます。 

○議長（猪狩一郎君） 高木議員。 

○8番（高木直良君） これは物理的にできるかどうかの問題なんですが、状況を把握された場合は

できるだけ個別通知をやったほうが、せっかくの制度なので活用していただけるんじゃないかと思

います。できる範囲でご検討いただければということで、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（猪狩一郎君） 桜井課長。 

○保健福祉課長（桜井幸則君） 窓口に来られたときなど、うちとしてもできる限りの周知をしてい

きたいなというふうに思ってございますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（猪狩一郎君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これをもって質疑を終了します。 
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 本件についても討論を省略します。 

 お諮りします。本件は承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、承認第 2 号 専決処分した事件の承認について（令和 4年度ニセコ町一般会計補正予算）

の件は承認することに決しました。 

 これより承認第 3 号 専決処分した事件の承認について（令和 4年度ニセコ町一般会計補正予算）

の質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終了します。 

 本件についても討論を省略します。 

 お諮りします。本件は承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、承認第 3 号 専決処分した事件の承認について（令和 4年度ニセコ町一般会計補正予算）

の件は承認することに決しました。 

 

◎日程第 13 議案第 1号から日程第 20 議案第 8号 

○議長（猪狩一郎君） これより、日程第 13、議案第 1 号 ニセコ町教育委員会教育長の任命につ

いての件から、日程第 20、議案第 8 号 令和 4 年度ニセコ町農業集落排水事業特別会計補正予算の

件までの 8件を一括議題とします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 副町長、山本契太君。 

○副町長（山本契太君） 日程第 13、議案第 1号からということでよろしくお願いします。 

 議案第 1 号 ニセコ町教育委員会教育長の任命についてでございます。議案の 6 ページをお開き

いただきたいと存じます。 

 議案第 1号 ニセコ町教育委員会教育長の任命について。 

 下記の者をニセコ町教育委員会の教育長に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第 4条第 1項の規定により、議会の同意を求める。 

 記、住所、虻田郡ニセコ町字富士見 31番地 76。氏名、片岡辰三、昭和 27年 9月 15日生まれ。 

 令和 4年 9月 8日提出、ニセコ町長、片山健也。 

 本案におきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に伴い、教育長は地方公共団体の

長が議会の同意を得て任命するということとなっておりますことから、今回の提案をするものでご

ざいます。なお、教育長の任期は今月 9月 30日までということで、今後任期は 3年間ということに
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なります。片岡さんの略歴につきましては 7ページから 9ページに記載をしてございますので、ご覧

いただきたいと思います。片岡さんにつきましては人格高潔で、これまで前教育長の残任期間 2年間

にわたり教育長を務められ、それから教育・学術及び文化に関し見識を有しており、今回 2期目の同

意を求めるというものでございます。 

 議案第 1号に関する提案理由の説明は以上でございます。 

 続きまして、日程第 14、議案第 2 号 ニセコ町教育委員会委員の任命についてでございます。議

案の 10ページをご覧ください。 

 議案第 2号 ニセコ町教育委員会委員の任命について。 

 下記の者をニセコ町教育委員会の委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第 4条第 2項の規定により、議会の同意を求める。 

 記、住所、虻田郡ニセコ町字有島 112番地 85。氏名、下田伸一、昭和 50年 4月 5日生まれ。 

 令和 4年 9月 8日提出、ニセコ町長、片山健也。 

 本案につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に伴い、教育委員会委員は地方公

共団体の長が議会の同意を得て任命するということとなっております。現在教育委員会委員を務め

ておられます下田信一さんの任期が 9月 30日をもって満了するということから、引き続き下田さん

を教育委員会委員に任命することについて、議会の同意を求めるというものでございます。下田さん

は人格高潔で、平成 27年 4月から教育委員を務め、令和元年 10月からは教育長職務代理者として教

育委員会を支えていただきました。このほかニセコ消防団・ニセコ商工会に所属されるとともに、ニ

セコリゾート観光協会の代表取締役として地域の広い分野に人脈を持ち、このことからまちづくり

の全般に広く見識を有しているということをもちまして、教育委員会委員として同意を求めるとい

うものでございます。なお、下田さんの略歴につきましては 11ページから 12ページに記載してござ

います。 

 議案第 2号に関する提案理由の説明は以上でございます。 

 続きまして、日程第 15、議案第 3 号 指定管理者の指定について（ニセコ町堆肥センター）でご

ざいます。議案の 14ページになります。 

 議案第 3 号 指定管理者の指定について（ニセコ町堆肥センター）。 次のとおり指定管理者に指

定したいので、地方自治法第 244条の 2第 6項の規定により議会の議決を求める。 

 記、1、指定管理者に管理を行わせる施設、所在、ニセコ町字豊里 2 番地 1 外 2 筆。名称、ニセ

コ町堆肥センター。 

 2、指定管理者に指定する団体、所在地、虻田郡倶知安町字南一条東 2 丁目 5 番地 2。名称、よう

てい農業協同組合、代表者、代表理事組合長、八田米造。 

 3、指定する期間、令和 4年 10月 1日から令和 7年 9月 30日まで。 

 令和 4年 9月 8日提出、ニセコ町長、片山健也。 

 このニセコ町堆肥センターにつきましては平成 14年 12月に開設してから、運営・管理をようてい

農業協同組合に業務委託をしております。平成 17 年 10 月からはこの組合を指定管理者に指定をい

たしまして、今月末をもって第 5期めの指定管理が終わるという状況にございます。この施設につき
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ましてはこれまで大きな事故もなく、老朽部分の修繕を行いながら確実な施設運営と、良質な堆肥の

製造販売が行われており、施設の設置目的である完熟かつ良質堆肥の提供を通じ、地域資源循環型の

クリーン農業を推進するという機能を果たしております。これらを考慮いたしまして、今後もこれま

でと同様に良好な状態で施設の管理運営を続けるため、公募によらず今後 3年間について、ようてい

農業協同組合を指定管理者として指定をしたい旨、令和 4年 8月 31日にニセコ町長より、ニセコ町

指定管理者選定委員会に諮問を行いました。この委員会の審議の結果、これまで羊蹄農業協同組合は

管理運営を良好に行い、施設の設置目的に対して大きな貢献をした実績があるということから、今後

も指定管理者として指定することにより、効果的に目的を達成できると考えるとの答申が 8月 31日

にございまして、それに沿って今回この議案を提出するというものでございます。 

 議案第 3号に関する説明は以上でございます。 

 続きまして、日程第 16、議案第 4 号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例とい

うことでございます。16ページでございます。 

 議案第 4 号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例。職員の育児休業等に関する

条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 

 令和 4年 9月 8日提出、ニセコ町長、片山健也。 

 本条例の提案理由につきまして、19 ページ下段をご覧いただきたいと存じます。提案理由、国に

おいて職員の育児休業の取得回数制限の緩和、育児参加のための休暇の対象期間の拡大などの措置

が義務づけられることに伴い、国に準じて改正する必要があるため、本条例を提出するというもので

ございます。このたびの改正は先ほど申し上げました国の改正に準じまして、町の非常勤職員を対象

とした育児休業の取得条件の緩和という改正でございます。まず改正の概要でございますが、一つに

は非常勤職員の育児休業取得に関する改正として、出生の日から 57 日間以内という育児休業の取得

要件について緩和がなされ、休業取得がしやすくなりました。二つ目として、子が 1歳となった以降

の育児休業の取得の柔軟化といたしまして、子が 1歳から 1歳 6か月に達する日までの期間、または

1歳 6か月から 2歳に達する日までの期間において、これまでと異なり、各期間の途中であっても夫

婦交代で育児休業を取得するということが可能となる改正というものでございます。これらの主な

改正内容を反映いたしました改正条例案の本文を、議案の 17 ページから 19 ページの上段に掲載し

ております。19ページの中段の附則でございますが、この条例は令和 4年 10月 1日から施行すると

いうことにしております。 

最後にこのページの一番下、この条例改正に関する町民参加の状況ということでございますけれ

ども、ニセコ町まちづくり基本条例第 54条第 1 項第 1 号に該当し、町民参加の手続を要しないとし

ているところでございます。 

 議案第 4号に関する説明は以上でございます。 

 引き続きまして、日程第 17 からです。補正予算の関係のご説明をいたしたいと存じます。よろし

くお願いします。 

 それでは日程第 17、議案第 5 号 令和 4 年度ニセコ町一般会計補正予算について説明をいたしま

す。 
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 議案第 5号 令和 4年度ニセコ町一般会計補正予算。 

 令和 4年度ニセコ町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第 1条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 4,565万 3,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 54億 114万 4,000円とする。 

 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第 1表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

 第 2条 地方債の追加及び変更は、「第 2表 地方債補正」による。 

 令和 4年 9月 8日提出、ニセコ町長、片山健也。 

 次の 2 ページ、3 ページについては記載のとおりでございます。ご覧いただきたいと存じます。4

ページを飛ばしまして、5ページは記載のとおり。 

 それから 6ページをご覧いただきたいと思います。4,565万 3,000円が今回の一般会計の補正額で

ございます。この財源につきましては国道支出金で 1,043万 5,000円の増額、それから地方債で 2,450

万円の増額、一般財源では 1,071万 8,000円の増額ということで組んでおります。 

 説明の都合上、11ページの歳出からご説明を申し上げます。2款 1項 1目 12節の条例改正等例規

整備業務委託料 88 万円。こちらにつきましては、個人情報の保護に関する法律が改正され、令和 5

年春から自治体の個人情報保護制度が同法に統合されるということになったため、同法の運用へ移

行するために必要となる例規整備等の原案作成の委託を行う経費を補正するというものでございま

す。なお、これによりニセコ町個人情報保護法施行条例については新たに制定し、現行のニセコ町個

人情報保護条例は廃止ということになります。 

 その下、5 目 10 節の食糧費 2 万円は、当初の見込みよりも視察の対応が多く、来客対応用の食糧

費が不足したというための補正でございます。13 節につきましては、ラジオニセコの難聴地域解消

のためのアンテナ移設に係る経費ということでございます。まず専用通信回線サービス使用料 9 万

8,000円につきましては、ラジオ放送は駅前の放送局からヘリポートにあるアンテナまで民間の専用

回線サービスを利用していますが、アンテナを移設する月のみ回線使用料が 2 回線分必要となるこ

とから、1か月分の回線使用料を補正するというものでございます。その下、コミュニティＦＭ送信

所建物借上料 16万 5,000円。これにつきましては 4月臨時会及び 6月定例会で予算措置をさせてい

ただいているコミュニティＦＭ送信所移設、いわゆるアンテナ移設でございますが、これに係り 10

月以降の字東山のグリーンリーフ建物賃貸料を支払うための補正ということでございます。 

 その下、8目 14節の中央倉庫分営繕工事 66万 7,000円につきましては、カフェやチャレンジキッ

チンとして活用してきました旧でんぷん工場の調理室のレンジフードが一般的な家庭レベルの仕様

となっており、においの関係から今後の多様な飲食業（飲食店）の出店にも対応できるよう、また、

倉庫内で飲食とそれ以外の施設利用が共存できるように、レンジフードを業務用に交換するための

補正でございます。ちなみに現在は元地域おこし協力隊のスープカレー事業者が入り、月 300名を超

えるにぎわいとなっておりますが、今回の補正は今後の様々なチャレンジキッチンの進出にも対応
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するためのものでございます。 

 その下、12目 10節の光熱水費 6万 2,000円は、旧ヘリポート管理棟における電気代について支出

事業が誤っておりまして、それを修正することにより予算が不足するための補正ということでござ

います。 

 17目職員給与費、2節の一般職給 615万 9,000円の減額。 

 それから次の 12ページの中ほど 18節の市町村職員福祉協会負担金 5,000円の減額まで、4月 1日

の人事異動に伴う減額補正ということでございます。 

 その下、23 目新型コロナウイルス特別対策費でございますが、以下ご説明する事業はコロナ対策

に関わる交付金の追加交付があった場合に、当該交付金の充当する予定の事業でございます。まず、

11節のシステム設定手数料 77万 2,000円については 2つの事業があり、1つ目は人事評価システム

初期構築手数料、いわゆるシステムの使用ライセンスなどの費用ということでございますが、これが

内訳として 44万円。ちょっと誤解を招かないようにご説明しますが、77万 2,000円の下に書いてあ

る 44万円ではありません。今ご説明しているのは 77万 2,000円の内訳としての 44万円です。たま

たま同じ数字ですが別物でございます。2 つ目は電子契約システム、クラウドサインといいますが、

この導入サポート手数料として 33 万 2,000 円の補正、合わせて 77 万 2,000 円の計上ということで

ございます。今説明した 1つ目の職員の人事評価については、現在は職務目標の設定や進行管理を紙

媒体で行っているということから、事務の電子化、効率化のための人事評価システムを導入するとい

うための補正。導入により紙媒体を使用せず、各職員の職務目標設定や人事評価集計が可能となるほ

か、人事異動時の人事管理事務効率化、それから研修受講履歴の管理なども可能となるというもので

ございます。2つ目については契約書の電子化ということですが、現在本庁と事業者等との契約は紙

による契約書を取り交わすということで行っております。この契約書を電子化することにより事務

作業効率化が図られるということから、電子契約システムを導入するためのシステム使用料及び導

入サポート費を補正するというものでございます。この 2つの事業につきましては、職員同士の接触

機会を減らすということで、コロナウイルス感染対策の予防も図るということで補正をさせてもら

っております。その下 12節の人事評価システムセットアップ業務委託料 44万円。こちらは人事評価

方法の詳細を本町が予定する仕様にセットアップする、その仕様に作り変えるための費用というこ

とでございます。その下 18 節の北海道自治体情報システム協議会負担金 820万 3,000円は、現在紙

媒体で行っている有給休暇の処理や旅行命令、時間外勤務命令などの庶務について、事務の電子化・

電子決裁化を行う庶務管理システムの導入経費を補正するというものでございます。これにより事

務の効率化、紙資源の削減を見込みます。なお、システム構築に時間がかかることから、本稼働は令

和 5年度夏頃を予定しているということでございます。経費の内訳でございますが、この 820万 3,000

円の経費の内訳は庶務管理システム導入費が 799 万 2,000 円。それから庶務管理システムデーター

センターサーバー使用料が 21万 1,000 円。なお、稼働は令和 5 年度予定ということですが、システ

ム構築のために今年度からサーバー使用料が発生するということで補正をするものでございます。 

○議長（猪狩一郎君） 説明を中止してください。 

 この際、議事の都合により、2時 15分まで休憩いたします。 
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休憩 午後 2時 00分 

再開 午後 2時 13分 

 

○議長（猪狩一郎君） 休憩前に引き続き会議を開きま。 

 説明を続けてください。 

○副町長（山本契太君） それでは 13ページからとなります。よろしくお願いします。 

 13ページ、3款 1項 1目 22節の補助金等返還金 158万 5,000円。こちらは令和 3年度障害者医療

費国庫負担金及び道費負担金の精算に係る返還ということでございます。 その下、2 目 12 節ニセ

コ町介護保険サービス推進体制最適化検討業務委託料 229 万 6,000 円。当該委託業務については当

初で既に予算計上しているものでございます。このたびニセコ福祉会の財政状況分析と収支の改善

を検討するにあたり、経営課題等をより明らかにするため、町内のサービス需要や保険者機能の現状

把握、予定より広く把握をさせていただくということで、それらの必要が生じたため、これらに係る

増額費用分について補正をするというものでございます。 

 続きまして 14ページ、4款 1項 1目 27節の簡易水道事業特別会計繰出金 1,331万 9,000円。こち

らは簡易水道事業特別会計繰入金の増額に伴い、一般会計繰出金を増額するというものです。4月の

人事異動に伴う人件費の増、それから漏水事故の多発及び漏水調査により判明した漏水箇所修理に

伴う工事請負費の増、福井地区配水地の流量計が故障し更新するための工事請負費等の増加という

ことでございます。 

 その下、2目予防費でございますが、ここでは国が新型コロナワクチンの接種について、初回接種、

1 回、2 回の接種を終了した全ての住民に対し、オミクロン株対応の新型コロナワクチン接種を実施

することになりまして、これに対応する接種体制を構築するための費用ということで補正をいたし

ます。まず 1 節の会計年度任用職員報酬 76万 1,000 円は、業務に従事する看護資格のある短期間職

員の採用費用ということでございます。雇用期間は 10月から来年の 3 月までという予定でございま

す。10 節の印刷製本費 6万 6,000 円は接種のお知らせ用封筒の印刷。11節の新型コロナワクチン接

種請求事務取扱手数料 33万 9,000円は、住所地以外の接種に係る費用請求について国保連合会に委

託するというための費用でございます。12節の新型コロナワクチン接種業務委託料 882万 9,000円。

これについては接種にかかる医療機関への委託となります。内訳は接種実施者 1 人当たり 2,277円。

これの 3,200 人の接種を見込んでおります。また、診療時間外接種の 1 人当たり加算 803 円につい

て、1,900 人程度を見込んでいるという内容になってございます。その下、廃棄物処理委託料 7 万

2,000 円は廃棄物の処理としての計上でございます。公共施設・駐車場等交通整理業務委託料 18 万

2,000円は、ニセコ医院周辺の交通誘導経費ということでございます。13節の複写機使用料 5万 9,000

円は接種に関する通知等のコピーの費用ということです。コロナ関連は以上でございます。 

 続いて、7 目 8 節の特別旅費 72 万 7,000 円は、環境先進都市ドイツのフライブルクなど省エネ建

築や持続可能なまちづくりの先進事例を学ぶため、ドイツで行われる合同視察の参加費用を補正す

るというものでございます。具体的にはフライブルク市の都市計画、それから公共施設におけるプラ

スエネルギーの導入、プラスエネルギーというのは再生可能エネルギーによる電力供給量が消費量
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を上回るということになるそうですが、そのプラスエネルギーの導入、それから省エネ建築、地域熱

供給などを視察をしてまいります。環境モデル都市ＳＤＧｓ未来都市を標榜し、気候危機宣言ととも

に脱炭素社会を目指す本町にとって大変重要な視察と位置づけております。これに 2名分、7日間の

旅費計上ということにしております。日程は 11月 1 日から 7日を現在予定しているということでご

ざいます。その下、この先進事例を学ぶための各種研修会参加負担金として 2名分 84 万円を併せて

補正するものでございます。 

 15 ページ、2 目 14 節一般廃棄物最終処分場修繕工事 24 万 7,000 円は、最終処分場外壁について

雪害により破損した箇所を補強するための経費ということで補正するものでございます。 

 16ページ、6款 1項 3目 18節の新規作物及び新栽培技術導入チャレンジ事業補助 227万 2,000円

は、来年度から新規作物としてサツマイモの生産に取組む農業者団体に対し、初期費用として特に負

担の大きい農業機械の導入に対し支援を行うことで、初期負担の軽減、それから取組拡大を図るとい

うことを目的とするものでございます。なお、導入予定の機械につきましては受注生産となることか

ら、年内に発注しないと来年度雪解け後の農作業に間に合わないため、今回補正をさせていただくと

いうことでございます。 

 その下、6 目 27 節の農業集落排水事業特別会計繰出金 267 万 4,000 円。蘭越町が主体となって行

っている昆布地区農業集落排水事業の経費増について補正し、繰出金として本町の特別会計に支出

するというものです。 

 その下、11 目 14 節の堆肥センター修繕工事 25 万 3,000 円は、本年度行った堆肥センターの漏水

調査により散水栓が老化により腐食し破損していたことから、これの交換にかかる経費ということ

で補正します。 

その下 2項 1目林業振興費は、策定した森林ビジョンを実現する新規林業経営会社設立にあたり、

先行事例を聴取するため講師謝礼、視察旅費、それらに関する事業費等を補正するというものです。

まず 7節の講師謝礼 44 万円は、林業関連先行事例を学ぶまちづくり町民講座講師の謝礼 2回分とい

うことです。18節の特別旅費 26万 1,000円は先進地視察として岐阜県飛騨市 3泊 4日、島根県飯南

町 2 泊 3 日、1 人分の旅費ということです。10 節需用費全体で 8 万 9,000 円は森林関連の新聞 2 誌

の購読料、町民講座等の消耗品、視察先土産購入費、視察先レンタカーの燃料費、講演会講師の会食

代で 8万 9,000円ということでございます。それから 11節手数料 2万 2,000円は、町民講座等告知

用新聞折込料ということです。17ページ、13節は今説明した視察研修に関する高速道路使用料 2,000

円、自動車借上料 3万 2,000円の計上。 

 その下、2目 10節の普通旅費 44万 4,000円は、町有林桂台地区の林業作業路専用道路開設に向け

た用地買収交渉のため、札幌 5 回、神奈川 2 回の旅費をみているというものでございます。10 節消

耗品 3万円は用地交渉時のお土産代ということでございます。 

 18ページ、7款 1項 2目 10節修繕料 70万円。ニセコビュープラザに設置している自動ドア、女子

トイレ・男子トイレ・情報プラザ棟トイレ棟側の入り口でございますが、これについて毎年メーカー

による保守点検を実施しておりますが、その点検が動力作動部の経年劣化により異音や干渉が確認

され、装置交換が推奨されているということから修繕費用を補正するものです。なお、引き続くコロ
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ナ禍でトイレ入口等のドアは非接触での開閉がより求められるところでございます。ニセコビュー

プラザは現在再整備に向けた検討を進めている施設ではあるものの、現在使用している自動ドア機

器については、早期の装置交換が必要と判断をいたしまして、今回の補正をさせていただきたいとい

うところでございます。 

 その下、3 目 8 節普通旅費 24 万 8,000 円は、多様化する消費者トラブルに対応するため、このほ

ど商工観光課に広域で設置している消費生活相談員等の研修参加費用について、消費者行政強化事

業補助金に追加申請していたところ交付の決定となったことから、当該経費を補正するというもの

です。なお、本件に係る補助金の率は 2分の 1ですが、残りの役場負担分に対しその 8割が後に新型

コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に算入措置される予定となっているところでござい

ます。18節の各種研修会参加負担金 6,000円はただいまの研修に係る参加です。 

 19 ページ、8 款 1 項 1 目 18 節の無電柱化シンポジウム開催地負担金 10 万円。こちらについては

当該シンポジウム開催にあたり、開催地ニセコ町と倶知安町でございますが、負担金が必要なため補

正をいたします。 

 その下、6 款 1 目 27 節の公共下水道事業特別会計繰出金 918 万 8,000 円。公共下水道事業特別会

計繰入金の増額に伴い、一般会計繰出金を増額するというもので、4月 1日の人事異動に伴う人件費

の増ということでございます。 

 続きまして 20 ページ、10 款 4 項 1 目 10 節印刷製本費 17 万 6,000 円。こちらは 2019 年から続く

ニセコ高校の定員割れ、定員はちなみに 40 名でございますが、定員割対策として、これまで後志管

内の中学 3 年生のみに配付していた学校案内及び高校の魅力を記載したクリアファイルを中学 2 年

生に対しても送付するための増額補正ということでございます。中学生の進路選択は 2 年生から始

まるため、その段階からニセコ高校の認知度を高め、応募者を増やす取り組みとして実施いたします。

11節通信運搬費 3万 1,000円はこれらの郵送費でございます。 

 5 項 1 目 1 節の会計年度任用職員報酬 24 万 4,000 円については、1 歳児担当補助保育士の報酬に

ついて、当初フルタイムで任用を予定していたため総務費において予算計上していましたが、パート

タイムでの任用に変更したため幼児センター費において予算措置するための増額補正となります。

17節の一般備品 4万円は、幼児センター施設管理用掃除機が経年劣化により故障したということで、

新たに購入するための補正ということでございます。 

7項 4目 10節修繕料 17万 9,000円につきましては、体育館真空式温水ボイラーの点検時に判明し

た不具合箇所の修繕でございまして、真空が不良になると温度が上昇しなくなるため、各種弁の交換

や温度ヒューズの交換を実施するというものでございます。 

 続いて歳入について 7 ページにお戻りいただきたいと思います。7 ページ、15 款 1 項 3 目 1 節の

新型コロナウイルスワクチン接種対策国庫負担金 882 万 9,000 円は、医療機関に接種業務を委託す

る費用の国庫負担金でございます。率としては 10分の 10でございます。 

 その下、2項 3目 1節の新型コロナワクチン接種体制確保事業補助金 147万 9,000円は、接種体制

の確保に要する事務経費等の国庫補助でございます。これも補助率 10分の 10でございます。 

 続きまして 8ページ、16款 2項 5目 1節の消費者行政活性化事業補助金 12万 7,000円は、先ほど
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ご説明しました消費生活相談員等の研修参加費用について補助金の追加交付となったことによる補

正でございます。 

 9 ページ、20 款 1 項 1 目 2 節前年度繰越金 1,071 万 8,000 円は、前年度繰越金を活用し歳入歳出

の均衡を図るということで計上しております。これにより留保財源は 2,269 万 6,000 円となるとい

うことでございます。 

 10ページ、22款 1項 1目 1節コミュニティＦＭ送信設備改良事業債 2,440万円。これは 4月 20日

の臨時会、6 月 10 日の定例会で補正予算措置をしていただきました送信施設移設に係る実施設計及

び改良工事について、緊急防災・減災事業債を充当できる見込みとなったことから補正をするもので

ございます。なお、起債の申請額については 2,440 万円のうち、2,250 万円を起債一次にて申請し、

不足分の 190万円は起債二次に申請を行う予定でございます。 

 その下、7 目 1 節の過疎地域持続的発展特別事業債 10 万円は、起債申請していた過疎対策事業債

のソフト分の借入れにおいて、現計予算に対し 10 万円が増額配当の見込みとなったことから、歳入

において増額補正をするものでございます。 

 4ページにお戻りいただきたいと思います。第 2表 地方債補正です。まず追加として、新たにコ

ミュニティＦＭ送信施設改良事業として限度額 2,440 万円の借入れを行います。利率等は記載のと

おりでございます。なお、当該起債は緊急防災・減災事業債でございます。次にその下、変更ですが

過疎地域持続的発展特別事業、いわゆる過疎対策事業債ですが、これについて先ほどご説明したとお

り 10 万円の増額配当となることから、限度額を 10 万円増加して 3,910 万円に変更するということ

でございます。他の変更はございません。 

 続きまして 21 ページに進んでいただきまして、地方債の現在高の見込みに関する調書でございま

すが、上段中ほどの当該年度中起債見込額の 2、一般単独事業債について今回補正した 2,400 万円、

緊急防災・減災事業債、ＦＭ改良でございますが、この 2,400万円を追加し 1億 8,610万円となった

ということでございます。それから 7、過疎対策事業債に 10万円を追加したため、1億 2,420万円と

なったところの 2つが変更でございます。 

 議案第 5号の説明は以上でございます。 

 続きまして、特別会計でございます。23 ページでございます。 日程第 18、議案第 6 号 令和 4

年度ニセコ町簡易水道事業特別会計補正予算についてでございます。 

 議案第 6号 令和 4年度ニセコ町簡易水道事業特別会計補正予算。 

 令和 4年度ニセコ町の簡易水道事業特別会計補正予算は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第 1条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 1,331万 9,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 5億 5,431万 9,000円とする。 

 第 2項については記載のとおりでございます。 

 令和 4年 9月 8日提出、ニセコ町長、片山健也。 

 24ページ、25ページ、26ページは記載のとおりでございます。 

 27 ページをご覧いただきたいと思います。今回の補正額は 1,331 万 9,000 円、全て一般財源とい
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うことでございます。 

 それでは 28 ページの歳入からでございますが、3 款 1 項 1 目 1 節一般会計繰入金として 1,331 万

9,000円の歳入補正でございます。 

 続きまして 29ページから歳出でございますが、1款 1項 1目 3節の 2行目、時間外勤務手当 60万

円は、上下水道課以外の職員も対応する漏水事故が多発しているということにより、予算不足が見込

まれるための補正ということでございます。この時間外勤務手当以外につきまして、2節の一般職給

158 万 7,000 円から、このページの一番下の 18 節市町村職員福祉協会負担金 1,000 円までにつきま

しては、4月の人事異動に伴う給与等の予算不足に伴う補正というものでございます。 

 続きまして 30ページ、2款 1項 1目 14節水道施設緊急補修工事 600万円。これは漏水事故の多発

により、8月時点で工事請負費の予算執行率が 98.5％となったため、今後予算不足が生じるおそれが

あること、また、市外地区漏水調査により判明した漏水箇所の修理を行うための補正ということでご

ざいます。内訳は漏水事故対応工事費 450万円、市外地区漏水修繕工事 150万円でございます。 

 それから 31ページ、3款 1項 1目 14節配水流量計取替工事 350万円。福井地区配水地の流量計が

故障しており、計測は漏水状況の確認に欠かすことができないことから、更新する必要があるための

補正ということでございます。 

 議案第 6号の説明は以上でございます。 

 続きまして 33ページ、日程第 19、議案第 7号 令和 4年度ニセコ町公共下水道事業特別会計補正

予算でございます。 

 議案第 7号 令和 4年度ニセコ町公共下水道事業特別会計補正予算。 

 令和 4年度のニセコ町公共下水道事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補） 

 第 1条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 918万 8,000円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ 2億 4,718万 8,000円とする。 

 第 2項は記載のとおりでございます。 

 令和 4年 9月 8日提出、ニセコ町長、片山健也。 

 34ページ、35ページ、36ページは記載のとおりでございます。 

 37 ページをご覧いただきたいと思います。今回の補正については 918 万 8,000 円。財源は一般財

源ということです。 

 それでは 38 ページの歳入でございますが、4 款 1 項 1 目 1 節一般会計繰入金として 818 万 8,000

円を補正いたします。 

 39ページの歳出でございますが、1款 1項 1目一般職給 457万 2,000円から一番下の 18節市町村

職員福祉協会負担金 4,000 円まで、先ほど同様 4 月の人事異動に伴う給与等の予算不足に伴う補正

でございます。 

 議案第 7号の説明は以上でございます。 

 続きまして、日程第 20、議案第 8 号 令和 4 年度ニセコ町農業集落排水特別会計補正予算につい

てでございます。 
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 議案第 8号 令和 4年度ニセコ町農業集落排水事業特別会計補正予算。 

 令和 4年度ニセコ町の農業集落排水事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第 1条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 267万 4,000円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ 1,427万 4,000円とする。 

 第 2項は記載のとおりでございます。 

 令和 4年 9月 8日提出、ニセコ町長、片山健也。 

 42、43、44ページは記載のとおりでございます。 

 45 ページ、今回の補正額 267 万 4,000 円。財源の内訳は全て一般財源ということで記載をしてご

ざいます。 

 46 ページ、まず歳入からでございますが、先ほど同様 267 万 4,000 円の一般会計の繰入金として

補正をしているところでございます。 

 47 ページ、歳出でございます。2 款 1 項 1 目 18 節昆布地区農業集落排水事業負担金 267 万 4,000

円。蘭越町が主体となって行っている昆布地区農業集落排水事業ですが、処理場施設修繕料の増額及

び機能強化事業、下水道事業でいうところのストックマネジメント事業ということになりますが、こ

の機能強化事業の診断結果においてマンホールポンプ所の汚水流量計の更新が必要となったことと、

昨今の資材費などの高騰により工事費が増額となり蘭越町への負担金が増額となるための補正とい

うことでございます。 

 議案第 8号の説明は以上でございます。 

 最後に、別にご用意いたしました補正予算資料№4でございますが、先ほどご説明した補正予算の

内容について改めて記載をしてございますので、後ほどご確認をいただきたいと存じます。 

 これにて、議案第 5号から第 8号までの説明ということを含めて終了いたします。よろしくご審議

のほどお願い申し上げます。 

○議長（猪狩一郎君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

 お諮りします。議事の都合により、議案第 1号 ニセコ町教育委員会教育長の任命についての件か

ら、議案第 8号 令和 4年度ニセコ町農業集落排水事業特別会計補正予算の件までの 8件は質疑、討

論、採決を 9月 15日に行うことにしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第 1号 ニセコ町教育委員会教育長の任命についての件から、議案第 8号 令和 4年

度ニセコ町農業集落排水事業特別会計補正予算の件までの 8件は質疑、討論、採決を 9月 15 日に行

うことに決しました。 

 

◎日程第 21 発議第 4号から日程第 22 発議第 5号 

○議長（猪狩一郎君） 日程第 21、発議第 4 号 国土強靭化に資する社会資本整備等に関する意見
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書案の件から、日程第 22、発議第 5 号 加齢性難聴者の補聴器購入への公的支援を求める意見書案

の件までの 2件を一括議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 木下裕三君。 

○2番（木下裕三君） 日程第 21、発議第 4号 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書

案について。提案理由を読み上げ、説明にかえさせていただきます。 

 本町の社会資本整備を取り巻く環境は、激甚化・頻発化する地球温暖化に伴う異常気象による自然

災害や、今後一斉に更新期を迎える橋梁など道路施設や水道管等公共施設の老朽化など、様々な課題

を抱えています。加えて、豪雪地帯である本町においては、除排雪の体制確保など冬季間の住民の安

全・安心を図ることが必要です。 

 しかし、地方財政が依然として厳しい状況にあります。今後は国と地方の適切な役割分担のもと、

平常時・災害時を問わない社会資本整備等維持管理の充実・強化に必要な予算を安定的かつ継続的に

確保することが重要であるため、本意見書案を提出するものです。 

 よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（猪狩一郎君） 次に斉藤うめ子君。 

○5番（斉藤うめ子君） 加齢性難聴者の補聴器購入への公的支援を求める意見書案。意見書の趣旨

を読み上げさせていただきます。 

 加齢により聴力が低下する高齢者の難聴発生率は非常に高くなっています。加齢性難聴は日常的

な生活の質を落とす大きな原因として、コミュニケーションの機会が減ることにより、社会的に孤立

し、脳の機能が低下し認知症発症のリスクが高まり、うつ病の発症にもつながります。要介護状態に

至るリスクも高いことが指摘されています。 

 補聴器は高額で保険が適用されないため、全額自己負担に加え、公的支援制度が不十分で、購入者

にとっては重い負担になっています。 

 加齢により聞こえにくくなった高齢者が補聴器を装用することで、コミュニケーションの問題が

軽減され、心身とも健やかに過ごすことで、認知症の予防、健康寿命の延伸、医療費の抑制にもつな

がります。 

 国においては、加齢性難聴者への補聴器の積極的な装用を促すため、補聴器購入に全国統一の公的

支援制度を創設するよう強く要望します。 

 裏に詳しく書いてありますので、ぜひお読みになってください。皆様の慎重なるご審議をよろしく

お願いいたします。 

○議長（猪狩一郎君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

 お諮りします。発議第 4号 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書案は、産業建設常

任委員会に付託することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、発議第 4号 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書案は、産業建設常任
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委員会に付託することに決しました。 

 次に発議第 5 号 加齢性難聴者の補聴器購入への公的支援を求める意見書案は、総務常任委員会

に付託することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、発議第 5号 加齢性難聴者の補聴器購入への公的支援を求める意見書案は、総務常任

委員会に付託することに決しました。 

 

◎休会の議決 

○議長（猪狩一郎君） お諮りします。議事の都合により、9 月 9 日から 9 月 14 日までの 8 日間休

会したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって 9月 9日から 9月 14日までの 6日間休会することに決しました。 

 

◎散会の宣告 

○議長（猪狩一郎君） 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれにて散会します。 

 なお、9月 15日の議事日程は当日配付します。 

 本日は御苦労さまでした。 

                                   散会 午後 2時 45分 
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